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第１章　総則
（目的）
第１条

第２項

（名称）
第２条 この連合会は、国民年金基金連合会という。

（事務所）
第３条 連合会の事務所は、次の場所に置く。

東京都港区六本木６丁目１番２１号

（公告の方法）
第４条

（個人型年金規約の公告）
第５条

（定義）
第６条 この規約において「確定拠出年金」とは、法に基づく個人型年金及び企業型年金をいう。

第２項

第３項

第４項

第５項

第1号 厚生年金保険の被保険者
第2号

第６項

第1号

イ

ロ

ハ 給付を受ける権利の裁定
第２号

第７項

第８項

この規約において「被用者年金被保険者等」とは、次の各号に掲げる者であって、６０歳未
満のものをいう。

確定拠出年金における運用の方法の選定及び制度加入者等に対する提示並びに当
該運用の方法に係る情報の提供（以下「運用関連業務」という。）

この規約において「加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人
別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

この規約において「第１号加入者」とは、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第７条第１
項第１号に規定する第１号被保険者（同法第８９条（第２号に係る部分に限る。）、第９０条
第１項又は第９０条の３第１項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
されている者及び第９０条の２第１項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付す
ることを要しないものとされている者を除く。）であって、連合会に申し出て前項に掲げる加
入者の資格を取得したものをいう。

私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の規定による私立学校教職員共済
制度の加入者

国民年金基金連合会（以下「連合会」という。）は、確定拠出年金法（平成１３年法律第８８
号。以下「法」という。）に基づき、個人が拠出した資金を個人が自己の責任において運用
の指図を行い、高齢期にその結果に基づいて給付を受けることができる個人型年金を実
施するため、個人型年金規約（以下「規約」という。）を定める。

個人型年金の実施については、この規約の定めるもののほか、国民年金基金連合会規約
の定めるところによる。

連合会が、法及び規約に定める業務を行うに当たり必要な事項を公告しなければならな
いときは、連合会の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。

連合会は、この規約を定め、又は法第５７条第１項の承認を受けてその変更を行ったとき
は、前条の規定によるほか、厚生労働大臣の通知を受けた後速やかに、官報に掲載する
ことにより、公告を行うものとする。

この規約において「個人型年金」とは、連合会が、法及び法に基づく命令並びに規約に基
づいて実施する年金制度をいう。

この規約において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、法に基づいて
実施する年金制度をいう。

この規約において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５
号）第６条第１項の適用事業所及び同条第３項の認可を受けた適用事業所をいう。

制度加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関（企業型
年金を実施する事業主が法第８条第１項の規定により締結した契約の相手方をいう。以
下同じ。）又は連合会への通知

この規約において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業
務」という。）の全部又は一部を行う事業をいう。

確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務（連合会が行う個人型年金加入
者の資格の確認に係る業務及び個人型年金加入者掛金（以下「掛金」という。）の限度
額の管理に係る業務を除く。以下「記録関連業務」という。）

企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型
年金運用指図者（この項において「制度加入者等」と総称する。）の氏名、住所、個人別
管理資産額その他の制度加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
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第９項

第１０項

第１１項

第１２項

第１３項

第１４項

第１５項

第１６項

第１号

第２号 次に掲げる金銭の額の合計額
イ

ロ

(1)　預金又は貯金（利子を含む。）の払出しに係る金銭の額
(2)　信託財産の交付に係る金銭（収益の分配を含む。）の額
(3)　有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額

第１７項

第１８項

第１９項

第２０項

第２章　規約策定委員会
（個人型年金規約策定委員会）
第７条 連合会に個人型年金規約策定委員会（以下「策定委員会」という。）を置く。

（策定委員会の組織）
第８条 策定委員会は、委員８人及び連合会の理事長をもって組織する。

この規約において「第２号加入者」とは、６０歳未満の厚生年金保険の被保険者（第３０条
第２項各号に定める者（以下「企業年金等対象者」という。）を除く。）であって、連合会に
申し出て第７項に掲げる加入者の資格を取得したものをいう。

この規約において「運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産につ
いて運用の指図を行う者（加入者を除く。）をいう。

この規約において「加入者等」とは、第７項に規定する加入者及び前項に規定する運用指
図者をいう。

この規約において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業
型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人
別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

この規約において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管
理資産について運用の指図を行う者（企業型年金加入者を除く。）をいう。

この規約において「企業型年金加入者等」とは、前２項に規定する企業型年金加入者及
び企業型年金運用指図者をいう。

この規約において「個人別管理資産」とは、加入者若しくは加入者であった者又は企業型
年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとし
て、個人型年金又は企業型年金において積み立てられている資産をいう。

この規約において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として、その計算の基
準となる日における次の各号に掲げる額の合計額とする。

その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の
持分に相当する額（手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解
除に要する費用（その者の個人別管理資産から負担するものに限る。）があるときは、そ
の費用に相当する額を控除した額）の合計額

その者に係る法第２１条第１項の規定により資産管理機関（法第２条第７項第１号ロに規
定する資産管理機関をいう。以下同じ。）に納付された事業主掛金（法第３条第３項第７
号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。）又は法第７０条第１項の規定により連合会
に納付された掛金であって、法第２５条第１項（法第７３条において準用する場合を含
む。）の規定により運用の指図が行われる前のもの

その者の個人別管理資産に係る法第２３条第１項（法第７３条において準用する場合を
含む。）の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる
金銭の額の合計額

(4)　生命保険、簡易生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返
戻金その他のその者に帰属する金銭の額

この規約において「運営管理機関」とは、第６項に定める運営管理業を営む法人であっ
て、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録を受けたものをいう。

この規約において「個人型記録関連運営管理機関」とは、連合会が法第６０条第１項の規
定により運営管理業務を委託した運営管理機関であって、加入者等に係る第６項第1号に
掲げる記録関連業務を行う者をいう。

この規約において「個人型運用関連運営管理機関」とは、連合会が法第６０条第１項の規
定により運営管理業務を委託した運営管理機関であって、加入者等に係る第６項第2号に
掲げる運用関連業務を行う者をいう。

この規約において「事務委託先金融機関」とは、第２６条第１項第３号及び第４号に掲げる
事務の委託を受けた信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。）であって、同項第３号
から第１２号まで(第９号を除く。）及び第１４号の事務を行う者をいう。
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第２項 策定委員会に委員長１人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

第３項 委員長は、策定委員会の会務を総理する。

第４項

第５項 連合会に策定委員会事務局を置く。

（委員の任命）
第９条

（委員の任期）
第１０条

第２項 委員は、再任されることができる。

（委員の解任）
第１１条

第２項

第３項

（策定委員会の招集）
第１２条 策定委員会は、毎年２月及び８月に招集するのを常例とする。

第２項 委員長は、必要があるときは、いつでも策定委員会を招集することができる。

（策定委員会招集の手続）
第１３条

（定足数及び議決の方法）
第１４条

第１５条

第１６条

第１号 毎事業年度の事業計画及び予算
第２号 毎事業年度の事業報告及び決算
第３号

第４号

（議決の方法に関する特例）
第１７条

第１号

第２号 この規約の実施のために緊急に必要と認められる事項

第２項

策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の
職務を代理する者を定めておかなければならない。

委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の
認可を受けて、連合会の理事長が任命する。

委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前
任者の残任期間とする。

連合会の理事長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、
その委員を解任しなければならない。

連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は
委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労
働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

連合会の理事長は、第１項の規定に基づき、委員を解任したときは、速やかに、厚生労働
大臣にその旨を報告するものとする。

委員長は、策定委員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の
前日から起算して前５日目に当たる日が終わるまでに到達するように、委員に対して、会
議に付すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するものとする。

策定委員会は、委員長（委員長に事故あるときは、第８条第４項に規定する委員長の職務
を代理する者。第１６条において同じ。）のほか、委員及び連合会の理事長のうち４人以上
が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及びこの規約の変更に係るもの
は、委員及び連合会の理事長のうち６人以上の多数で決する。

策定委員会の決議のうち、次の各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合
会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。

個人型年金に係る業務に関して監事が行う監査、第１８条に定める策定委員会の運営
及び第１４８条に定める財務及び会計に関する規程の制定及びその変更

この規約の実施のために必要な加入者等の権利義務に関する規程の制定及びその変
更（軽微な変更を除く。）

連合会の理事長は、前２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については専決
にてこれを行うことができる。

別表第１号及び別表第２号に掲げる事項の追加、変更又は削除

連合会の理事長は、前項の規定による処置について、直近の策定委員会に報告しなけれ
ばならない。
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（規約策定委員会の会議規則）
第１８条

第３章　運営管理業務の委託等
第１節　運営管理業務の委託
（運営管理業務の委託）
第１９条

（運営管理業務の委託に当たっての要件）
第２０条

第１号 法第１０４条第２項各号のいずれかに該当する者であるとき。
第２号

第３号

第２項

第１号

第２号

第３項

第４項

（運営管理業務の委託に係る契約）
第２１条

第１号 運営管理業務の再委託に関する事項
第２号 記録情報の授受に関する事項
第３号 秘密保持に関する事項
第４号 損害賠償に関する事項

（運営管理業務の再委託）
第２２条

第１号 自らが行う運営管理業務
第２号 再委託先の運営管理機関
第３号 再委託する運営管理業務

第２項

第３項

この規約に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、策定委員会の
議決を経て別に定める。

連合会は、法第６０条第１項の規定による運営管理業務の委託に当たっては、運営管理
機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて、これを行うものと
する。

連合会は、運営管理機関から前条の規定による申出があったときは、当該運営管理機関
に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該運営管理機関が次の各号
のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

運営管理業務のうち法第２条第７項第２号に規定する運用の方法の選定及び加入者等
に対する提示の業務の委託を受けようとする運営管理機関については、加入者等に対
する運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘
方針を金融商品の販売等に関する法律施行令（平成１２年政令第４８４号）第１０条に定
める方法により公表していない者であるとき。
その他当該運営管理業務をこの規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認め
られるとき。

連合会は、法第６０条第１項の規定により運営管理業務の委託を行う場合は、次の各号に
掲げる要件を満たさなければならない。

運営管理業務のうちいずれの業務についても、加入者等が法第６５条の規定により指定
することができる運営管理機関が１以上あること。
運営管理業務のうち、法第２条第７項第１号ロ又ハに掲げる業務については、２以上の
運営管理機関が行うこととならないこと。

連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、前条の規
定にかかわらず、同条の規定による申出を行わない運営管理機関に業務の委託をするこ
とができる。

運営管理業務の委託を受けることができる者は、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の登録
を受けた法人に限る。

連合会は、第１９条の規定により運営管理業務を委託するに当たっては、運営管理業務
に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した契約を締結するものとする。

連合会から運営管理業務の委託を受けようとする運営管理機関が、委託を受けようとする
運営管理業務の一部を他の運営管理機関に再委託する場合には、連合会から委託を受
けようとする運営管理機関は、連合会及び自己に係る運営管理業務を行う運営管理機関
を指定しようとする加入者等に対して、次の各号に掲げる事項をあらかじめ示さなければ
ならない。

前項に定めるところにより、連合会から運営管理業務の委託を受けた運営管理機関が前
項各号のいずれかの事項を変更しようとするときは、連合会及び加入者等に対して当該
変更しようとする事項をあらかじめ示し、連合会に対して運営管理業務の委託に関する契
約の変更に係る契約の締結を申し出なければならない。

第２０条第２項の規定は、連合会から運営管理業務の委託を受けようとする運営管理機関
が、委託を受けようとする運営管理業務の一部を他の運営管理機関に再委託しようとする
場合について準用する。
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第４項

（運営管理業務の委託を受けた運営管理機関及びその行う業務）
第２３条

(報告の徴収等）
第２４条

（特定運営管理機関）
第２５条

第２節　事務の委託
（事務の委託）
第２６条 連合会は、次の各号に掲げる事務の一部又は全部を委託することができる。

第１号 加入の申出の受理に関する事務
第１号の２

第２号 加入者等の届出の受理に関する事務
第３号 積立金の管理に関する事務
第４号

第５号 掛金の収納又は還付に関する事務
第６号

第７号 給付（脱退一時金を含む。）の支給に関する事務
第８号 企業型年金の資産管理機関との間の個人別管理資産の移換に関する事務
第９号

第１０号 事務費の徴収に関する事務
第１１号 源泉徴収した税の納付に係る事務
第１２号 源泉徴収票の発行及び送付事務
第１３号 還付金及び給付金の支払に関する当該支払を受ける者への通知事務
第１４号

第２項

第３項

第１号 自らが行う事務
第２号 再委託先の名称
第３号 再委託する事務

第４項

第５項

運営管理機関は、連合会から委託を受けた運営管理業務の一部を他の運営管理機関に
再委託するに当たっては、運営管理業務の再委託に関する契約を締結し、当該契約書の
写しを、連合会に提出しなければならない。

連合会が運営管理業務を委託した運営管理機関の名称及び住所並びにその行う業務
（連合会から運営管理業務の委託を受けた運営管理機関から、当該運営管理業務の一
部の再委託を受けた運営管理機関並びに事務委託先金融機関の名称及び住所並びに
その行う業務を含む。）は、別表第１号に掲げるとおりとする。

連合会は、委託した運営管理業務の適正な実施を確保するため、少なくとも毎年１回、業
務の報告その他の必要な報告を求めるものとする。

連合会は、個人型記録関連運営管理機関の中から、法第８３条第１項の規定により個人
別管理資産が連合会に移換された者の氏名及び住所等の記録及び保存その他の業務
を行う者として、特定運営管理機関（以下「特定運営管理機関」という。）を指定する。

積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管
に関する事務

個人型記録関連運営管理機関が行う、運用の指図の取りまとめに係る通知に基づき、
各運用の方法に係る相手方である金融機関（日本郵政公社を含む。）との間で締結す
る各運用の方法に係る契約に関する事務

加入者等への資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他必要な措置に関する事
務

第１６６条の２第１項各号に掲げる脱退一時金相当額、年金給付等積立金又は積立金
（以下「脱退一時金相当額等」という。）の移換に係る書類の受理に関する事務

その他の事務（加入者の資格の確認及び掛金の拠出限度額の管理に関する事務を除
く。）

前項第１号、第２号及び第９号に掲げる事務については、運営管理機関に委託するものと
する。この場合において運営管理機関は、その事務の一部又は全部を運営管理機関で
ない他の者（確定拠出年金法施行令（平成１３年政令第２４８号）第３４条に掲げる金融機
関及び証券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２８条の規定による登録を受けた証券会社
又はこれらの者に準じる者に限る。）に再委託することができるものとする。

前項の規定により、連合会から事務の委託を受けようとする運営管理機関が、委託を受け
ようとする事務の一部又は全部を他の者に再委託する場合には、運営管理機関は、連合
会及び自己に係る運営管理業務を行う運営管理機関を指定しようとする加入者等に対し
て、次の各号に掲げる事項をあらかじめ示さなければならない。

第１項の規定により連合会から事務の委託を受けた者は、その事務（第２項に該当するも
のを除く。）の一部又は全部を他の者に再委託することができるものとする。

前項の規定により、連合会から事務の委託を受けようとする者が、委託を受けようとする事
務の一部又は全部を他の者に再委託する場合には、連合会に対して、次の各号に掲げる
事項をあらかじめ示さなければならない。
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第１号 自らが行う事務
第２号 再委託先の名称
第３号 再委託する事務

第６項

（事務委託先金融機関）
第２７条

第２項

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

第６号

第３項

（国民年金基金に委託する事務）
第２８条

第１号 届出の入力に関する事務
第２号 通知書の送付に関する事務
第３号 相談、照会に関する事務
第４号 その他前各号に付随する事務

第４章　加入者等
　第１節　加入者等
（加入の申出に当たっての一般規定）
第２９条

（個人型年金加入者の加入の申出）
第３０条

第２項

第２項及び第４項に定めるところにより事務の委託を受けた場合において、当該委託を受
けた者が第３項及び前項各号のいずれかの事項を変更しようとするときは、連合会及び加
入者等（第４項に定めるところにより事務の委託を受けた場合にあっては、連合会に限
る。）に対して当該変更しようとする事項をあらかじめ示し、連合会に対して事務の委託に
関する契約の変更に係る契約の締結を申し出なければならない。

連合会は、前条第１項第３号及び第４号に掲げる事務については、信託会社（信託業務を
営む金融機関を含む。）に委託する。

連合会は、前条第１項第３号及び第４号に掲げる事務を委託するに当たっては、別表第２
号に掲げる事務委託先金融機関と、次の各号に掲げる内容を記載した契約を締結する。

当該契約の内容は、連合会が支給する年金及び一時金並びに脱退一時金に要する費
用に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、連合会を委託者
兼受益者、事務委託先金融機関を受託者とするものであること。

事務委託先金融機関が法第７３条において準用する法第２５条第３項の規定による個人
型記録関連運営管理機関の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用する
ものであること。

当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、第７章に規定する個人型年金の給
付又は同章第５節に規定する脱退一時金を支給する場合に限り、行われるものであるこ
と。ただし、第９章の規定に基づいて当該金銭の支払を個人型年金の実施に要する事
務費に充てるときは、この限りでない。

連合会が、加入者が拠出した掛金（連合会が第１４３条第１項第２号の規定により加入者
の掛金から徴収した手数料を控除した後の掛金とする。）を信託金として払い込むもの
であること。
連合会が当該契約を解除し、若しくは事務委託先金融機関が受託者たることを辞任し、
又は当該契約に係る信託が終了し、若しくは事務委託先金融機関が任務を終了したと
きは、事務委託先金融機関が、当該契約に係る信託財産について清算し、報告書を作
成し、速やかに、連合会及び個人型記録関連運営管理機関に報告するものであるこ
と。

当該契約が解除されたときは、当該契約に係る信託財産を次項の規定により連合会が
定めた事務委託先金融機関に移換するものであること。

事務委託先金融機関の名称、住所及びその行う業務は、別表第２号に掲げるとおりとす
る。

連合会は、第２６条第１項第１号、第２号及び第１４号の規定に基づき、次の各号に掲げる
事務を国民年金基金に委託するものとする。

個人型年金に加入しようとする者は、制度の概要、資産運用についての一般的知識、運
用商品についての利益及び損失の可能性等について、十分理解した上で加入の申出を
するものとする。

国民年金法第７条第１項第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号被保険者」とい
う。）（同法第８９条（第２号に係る部分に限る。）、第９０条第１項又は第９０条の３第１項の
規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び第９０条の２第
１項から第３項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要し
ないものとされている者を除く。）は、連合会に申し出て、加入者となることができる。

６０歳未満の厚生年金保険の被保険者（次の各号に定める企業年金等対象者を除く。）
は、連合会に申し出て、加入者となることができる。
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第１号

イ 一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないもの
ロ 企業型年金加入者とならないことを選択したもの

第２号 厚生年金基金の加入員
第３号 石炭鉱業年金基金に係る坑内員等
第４号

第５号

第３項

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 毎月の掛金の額
第３号

第４号 企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨
第５号 第１項に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ

ロ

ハ 国民年金法第８９条第３号に掲げる施設の入所者であるときは、その旨
ニ

ホ

(1) 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
(2) 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第６号 前項に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 申出者が使用される事業所の名称及び登録番号
ロ

ハ 個人払込を行う者にあっては、前号ホに掲げる事項

第４項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第１号 第１項に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
イ 申出者が障害基礎年金受給者等であるときは、年金証書又はこれに準じる書類の写し
ロ

第２号 第２項に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
イ

ロ

ハ

確定給付企業年金法（平成１３年法律第５０号）第２条第１項に規定する確定給付企業
年金（以下「確定給付企業年金」という。）の加入者（確定給付企業年金法施行令（平成
１３年政令第４２４号）第９２条第１項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年
金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。）

企業型年金加入者（企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される者で
あって、次に掲げるものを含む。）

法人税法（昭和４０年法律第３４号）附則第２０条第３項に規定する適格退職年金契約
（以下単に「適格退職年金契約」という。）に係る受益者等（事業主が当該適格退職年金
契約に基づき法人税法施行令(昭和４０年政令第９７号）附則第１６条第１項第２号に規
定する掛金等の払込みを行っているものに限る。）

前２項に掲げる者が加入の申出を行うときは、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を
連合会に提出するものとする。

加入者等であったことがある者であって、最後に加入者等の資格を喪失した後に氏名を
変更した者にあっては、変更前の氏名

国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛
金額

国民年金法第８７条の２第１項の保険料（以下「付加保険料」という。）を納付する者とし
て地方社会保険事務局長に申し出ている場合にあっては、その旨

障害基礎年金又は国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）第６条の５第１項各号
に掲げる給付を受給している者（同条第２項各号に掲げる者を除く。次項において「障
害基礎年金受給者等」という。）については、その旨及び年金証書又はこれに準ずる書
類の年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。第５６条第１項第２
号及び第５９条第１項第１号ホにおいて同じ。）又は記号番号若しくは番号

掛金の引落しを希望する金融機関（郵便局を含む。以下「掛金引落金融機関等」とい
う。）に関する事項

掛金納付の方法（掛金を加入者が自ら連合会に納付する方法（以下「個人払込」とい
う。）か、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付する
方法（以下「事業主払込」という。）かのいずれかの方法をいう。以下同じ。）

申出者が国民年金法第８９条第３号に掲げる施設の入所者であるときは、申出者が同
号に掲げる者に該当することについての申出者が入所している施設の長の証明書

申出者が国民年金法第７条第１項第２号に規定する第２号被保険者（以下「第２号被保
険者」という。）であることについての証明書

掛金の納付を前項第６号ロに定める事業主払込の方法により行う場合にあっては、それ
についての当該事業主の証明書（個人払込の方法により行う場合にあっては、当該納
付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載し
た書類）

申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場
合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては、申出
者が企業型年金加入者の資格を有しておらず、かつ、第２項第１号イ及びロに掲げるも
のでないことについての当該事業主の証明書
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ニ

ホ

へ

ト

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第３０条の２

（加入者等の資格の確認）
第３１条

第３２条

第１号 国民年金の被保険者の資格に関する資料
第２号

第３３条

第２項

第３項

第１号 加入者の資格を喪失したとき。
第２号 国民年金の被保険者資格に変更があったとき。
第３号 第７５条に定める拠出限度額を超えると認められるとき。
第４号 前項に定める期限までに回答がないとき。

（加入確認の通知等）
第３４条

申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業年金制度（厚生年金保険法に
基づく厚生年金基金、確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金及び適格退職
年金契約に基づく年金制度をいう。以下同じ。）を実施していない場合にあってはその
旨、当該事業主が企業年金制度を実施している場合にあっては、申出者が企業年金制
度の加入員、加入者又は受益者等の資格を有していないことについての当該事業主の
証明書
申出者が国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第２条第１項第７号に規定
する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２
号）第３条第１項各号に掲げる者であるときは、申出者が国家公務員共済組合又は地方
公務員等共済組合の組合員の資格を有しないことについての事業主の証明書

申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか（申出者が次に掲げる者の資格を有す
るときは、当該資格を取得した年月日を含む。）についての事業主の証明書

申出者が私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第１４条第１項各号に掲げ
る学校法人等に使用される者であるときは、申出者が私立学校教職員共済制度の加入
者の資格を有しないことについての事業主の証明書

中小企業退職金共済契約等（中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）第２
条第３項に規定する退職金共済契約及び同条第５項に規定する特定業種退職金共
済契約をいう。以下同じ。）の被共済者

特定退職金共済契約（所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第７３条第１項第１
号に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。）の被共済者

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和３６年法律第１５５号）第２条第９項に規
定する被共済職員（以下「退職手当共済契約の被共済職員」という。）

所得税法施行令第７２条第２項第７号に規定する外国の法令に基づく保険又は共済
に関する制度に係る被保険者又は被共済者（以下「外国保険被保険者等」という。）

申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適用さ
れる者

連合会は、加入者（加入を希望し、前条第３項の申出を行った者を含む。）の資格の確認
及び掛金限度額の確認に関し、必要があると認めるときは、関係機関に対し、当該加入者
の意思にかかわらず、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

連合会は、毎月、社会保険庁から次の各号に掲げる資料の提供を受け、必要な照合を行
うものとする。

第１号被保険者である加入者等に係る国民年金法第８７条の保険料及び付加保険料の
納付に関する資料

連合会は、前条に規定する加入の申出を行おうとする者が厚生年金基金、確定給付企業
年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換を行うことができるものである
ときは、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限、法第７４条の２第２項の規定によ
り第１０８条第１項の通算加入者等期間に算入する期間及び移換の申出の手続その他脱
退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明するものとする。

連合会は、社会保険庁との間で行う加入者等資格確認のための資料の照合の結果、不
整合が認められたときは、加入者等に対しその照合結果についての照会を行う。

連合会から照会を受けた加入者等は、その照会された事項に対して、連合会が照会を
行った日から１４日以内に、指定された書式により回答をしなければならない。

連合会は、前条に定める資料の照合の結果、次の各号に掲げる事項があると認められる
ときは、当該加入者の掛金の引落しを一時停止するものとする。

連合会は、第３０条第３項の申出書を提出した者が加入者の資格を取得したときは、速や
かに、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付するものとする。
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個人型年金規約

第１号 規約の内容
第２号 当該者の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第３号 当該加入者に係る個人型記録関連運営管理機関の名称及びその連絡先
第４号 当該加入者に係る個人型運用関連運営管理機関の名称及びその連絡先
第５号 加入者の資格を取得した年月日
第６号 掛金の納付を開始する年月日
第７号 毎月の掛金の額
第８号 毎月の掛金の引落しを行う金融機関等及び引落口座の口座名、預金番号等
第９号

第２項

第３項

（加入者の資格の取得及び喪失）
第３５条 加入者は、第３０条の申出をした日に加入者の資格を取得する。

第２項

第３６条

第１号 死亡したとき。
第２号 ６０歳に達したとき。
第３号 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（前２号に掲げる場合を除く。）。
第４号 国民年金法第７条第１項第３号に規定する第３号被保険者となったとき。
第５号 法第６４条第２項の規定により運用指図者となったとき。
第６号

第７号

第８号

第９号 企業年金等対象者となったとき。

第２項

（加入者期間）
第３７条

第２項

（運用指図者）
第３８条

第２項

第３項

第２号加入者にあっては、使用される事業所の名称及び事業所登録番号並びに掛金
の納付の方法

連合会は、法第５７条第１項の規定によりこの規約の変更について厚生労働大臣の承認
を受けたときは、速やかに、その内容を加入者等に周知するよう努めるものとする。

連合会は、第３０条第３項の申出書を提出した者が加入者となることができない者であると
きは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付するものとする。

前項に定める申出をした日とは、申出書が、連合会から第２６条第１項第１号に掲げる事
務の委託を受けた金融機関又は郵便局（以下「受付金融機関等」という。）において受理
された日とする。

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日（第１号に該当するに至ったとき
は、その翌日とし、第６号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しな
いものとされた月の初日とする。）に加入者の資格を喪失する。

法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による
私立学校教職員共済制度の加入者となったとき。

加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかの
ぼって、加入者でなかったものとみなす。

農業者年金の被保険者（独立行政法人農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号）
に規定する農業者年金の被保険者をいう。以下同じ。）となったとき。

国民年金法第８９条（第２号に係る部分に限る。）、第９０条第１項若しくは第９０条の３第
１項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は第９０条
の２第１項から第３項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付するこ
とを要しないものとされたとき。

加入者である期間（以下「加入者期間」という。）を計算する場合には、月によるものとし、
加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の加入者期
間を合算する。

第３６条第１項各号（第１号及び第５号を除く。）のいずれかに該当するに至ったことにより
加入者の資格を喪失した者（個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。）は、運用
指図者とする。

前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者（企業型年金又は個人型年金に
個人別管理資産がある者に限る。）又は加入者（個人型年金に個人別管理資産がある者
に限る。）は、連合会に申し出て、運用指図者となることができる。

企業型年金加入者であった者（企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者
に限る。）が、前項の規定により運用指図者となることを申し出るときは、次の各号に掲げる
事項を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
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個人型年金規約

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 運用指図者となる年月日
第３号

第４号 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び登録番号
第５号

第６号

第７号 法第８３条第１項の規定により個人別管理資産が移換された者であるときは、その旨
第８号 脱退一時金の請求を行うときは、その旨

第３９条

第１号 規約の内容
第２号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第３号 当該運用指図者に係る個人型記録関連運営管理機関の名称及びその連絡先
第４号 当該運用指図者に係る個人型運用関連運営管理機関の名称及びその連絡先
第５号 運用指図者の資格を取得した年月日

第２項

第３項

第４０条

第２項

第４１条

第１号 死亡したとき。
第２号 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
第３号 加入者となったとき。

第２項

第４２条

第２項

（加入者等の届出に関する通則）
第４３条 加入者等は、この規約に基づき必要な届出を、連合会に行わなければならない。

第２項

第４４条

第４５条

申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所、登録番号
及び連絡先

加入者等であったことがある者であって、最後に加入者等の資格を喪失した後に氏名を
変更したものにあっては、変更前の氏名

企業型年金加入者であったことがある者（第３号の企業型年金以外の企業型年金の企
業型年金加入者であった者に限る。）については、その旨

連合会は、前条第３項の申出をした者が運用指図者の資格を取得したときは、速やかに、
次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付するものとする。

連合会は、法第５７条第１項の規定によりこの規約の変更について厚生労働大臣の承認
を受けたときは、速やかに、その内容を運用指図者に周知するよう努めるものとする。

連合会は、前条第３項の申出をした者が運用指図者となることができない者であるときは、
その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付するものとする。

運用指図者は、第３８条第１項に規定する者については加入者の資格を喪失した日に、
同条第３項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ運用指図者の資格
を取得する。

第３８条第３項の運用指図者についての前項の申出をした日については、第３５条第２項
の規定を準用する。

運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（第３号に該当するに
至ったときは、当該至った日）に、運用指図者の資格を喪失する。

運用指図者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさ
かのぼって、運用指図者でなかったものとみなす。

運用指図者である期間（以下「運用指図者期間」という。）を計算する場合には、月による
ものとし、運用指図者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに
算入する。

運用指図者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の運用
指図者期間を合算する。

加入者等が正当な理由なくこの規約に定める届出を怠った場合、これにより当該届出を
怠った加入者等が被った損害は、当該加入者等が負担するものとし、連合会はその責を
負わない。
連合会は、この規約に定める加入者等の届出があったときは、速やかに、その届出があっ
た事項を加入者等が指定した個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただ
し連合会が通知する必要がないと判断した場合は、この限りでない。

この規約によって、申出書又は届出書に事業主の証明書を添えなければならない場合で
あっても、申出書又は届出書に事業主による証明を受けたときは、証明書の添付を要しな
いものとする。
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（指定運営管理機関の指定）
第４６条

（指定運営管理機関の変更）
第４７条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 変更前及び変更後の指定運営管理機関の名称及びその登録番号

第２項

（中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等）
第４８条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日

第２項

（退職所得控除額の控除を行った者の届出）
第４９条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 退職手当等の種類
第３号 退職手当等の支払を受けた年月日
第４号 退職所得控除額
第５号

第２項 前項の届出書については、前条第２項の規定を準用する。

（第２号加入者の届出）
第５０条

第１号 企業型年金加入者
第２号 企業年金制度の加入員、加入者又は受益者等
第３号 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員
第４号 私立学校教職員共済制度の加入者

第２項

第３項

第４項

第５項

第６項

第７項

加入者等が自己に係る運営管理業務を行う運営管理機関（以下「指定運営管理機関」と
いう。）を指定するときは、第３０条第３項又第３８条第３項の申出書に、指定運営管理機関
の名称及びその登録番号を記載することによってこれを行うものとする。

加入者等は、指定運営管理機関を変更するときは、次の各号に掲げる事項を記載した届
出書を連合会に提出するものとする。

指定運営管理機関が変更されたときは、変更後の指定運営管理機関は、変更が行われ
た日を記載した変更確認の通知書を、加入者等に対して交付しなければならない。

加入者は、第３０条第４項第２号ト(1)から(5)までに掲げる者又は小規模企業共済法（昭和
４０年法律第１０２号）第２条第３項に規定する共済契約者（以下「小規模企業共済契約
者」という。）の資格を取得したとき（第１号加入者となった日前に当該資格を取得していた
場合を含む。）又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載
した届出書を連合会に提出しなければならない。

連合会は、前項の届出の受理及びこれに付随する事務を個人型記録関連運営管理機関
に委託するものとする。

加入者（４６歳以上の者に限る。）は、退職手当等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３
０条第１項に規定する退職手当等をいい、同法第３１条において退職手当等とみなす一
時金を含む。以下同じ。）の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やか
に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。

勤続期間（所得税法施行令第６９条第１項第１号に規定する勤続期間をいう。以下同
じ。)

第２号加入者は、毎年１回、次の各号に掲げる資格の取得の有無に関する事項を連合会
に届け出なければならない。

第２号加入者は、前項に掲げる事項を、使用される厚生年金適用事業所の事業主を介し
て届け出ることができる。

連合会は、第１項の届出の受理及びこれに付随する事務を個人型記録関連運営管理機
関に委託するものとする。

第１項の届出は、前項の規定により委託を受けた個人型記録関連運営管理機関の定める
ところにより、磁気テープその他電子的媒体のほか個人型記録関連運営管理機関の定め
る様式により行うことができる。

第１項の届出は、第３項の規定により委託を受けた個人型記録関連運営管理機関の定め
る期日までに個人型記録関連運営管理機関に提出するものとする。

第１項の届出に当たっては、第３０条第４項第２号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなけ
ればならない。

連合会は、第１項の届が、第５項に定める期日までに提出されないときは、当該加入者に
通知することなく当該加入者に係る掛金の引落しを停止するものとする。
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（加入者の資格喪失の届出）
第５１条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 加入者の資格を喪失した年月日
第３号 加入者の資格を喪失することとなった事由
第４号

（死亡の届出）
第５２条

第２項

第１号 氏名、性別、住所及び生年月日
第２号 加入者が死亡した場合にあっては、基礎年金番号
第３号 死亡年月日
第４号 届出者の氏名、住所及び連絡先

第３項

（加入者の氏名変更の届出等）
第５３条

第１号

第２号 氏名又は住所の変更の年月日

第２項 連合会が行う通知は、加入者等が連合会に届け出ている住所宛に行うこととする。

第３項

（加入者の被保険者資格の種別変更の届出）
第５４条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 掛金の額を変更する場合にあっては、変更前及び変更後の毎月の掛金の額
第３号

第４号 事業所の名称及び登録番号

第２項

第１号 前項第１号から第３号までに掲げる事項
第２号

第３号

第４号 掛金引落金融機関等に関する事項
イ 　　金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 　　郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第３項 第１項の届出書には、第３０条第４項第２号に掲げる書類を添付しなければならない。

加入者は、その資格を喪失したとき（運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。）は、１
４日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならな
い。

第１号加入者が日本国内に住所を有しないこととなったときには、日本国外に居住する
住所

加入者等又は給付の受給権を有する者（以下「受給権者」という。）が死亡したときは、戸
籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による死亡の届出義務者は、１０日以内に、その旨
を連合会（受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者）に届け出なけ
ればならない。

前項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会（受給権者が死亡した
場合にあっては、当該受給権を裁定した者）に提出することによって行うものとする。

前項の届出書には、加入者又は受給権者の死亡についての証明書を添付しなければな
らない。

加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、１４日以内に、次の各号に掲げる事
項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

氏名（氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名）、性別、住所（住所の変更に
あっては、変更前及び変更後の住所）、生年月日及び基礎年金番号

第１項の規定による届出事項の変更の届出がなかったために、連合会又はその委託を受
けた運営管理機関若しくは事務委託先金融機関からの通知が延着し又は到達しなかった
場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなす。

第１号被保険者である加入者は、第２号被保険者となったときは、速やかに、次の各号に
掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。

掛金の納付の方法　（第３０条第３項第６号ロに定める事業主払込を行う場合であって、
その使用される事業所が登録事業所となっていないときは、当該事業所の事業主が、
第６６条の事業所登録申請書を併せて連合会に提出するものとする。）

第２号被保険者である加入者は、第１号被保険者となったときは、速やかに、次の各号に
掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。

国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛
金額

付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出た場合にあっては、そ
の旨
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（加入者の付加保険料納付の届出等）
第５５条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号

第３号 国民年金基金の加入員の資格を喪失したときは、その年月日及び加入員番号
第４号

第２項

（加入者の障害基礎年金受給の届出等）
第５６条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 障害基礎年金の年金証書の年金コード

第２項 前項の届出書には、障害基礎年金の年金証書の写しを添付しなければならない。

第３項

（第２号加入者の事業所の変更の届出）
第５７条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 申出者が使用されている事業所の名称、登録番号、住所及び連絡先
第３号 第３０条第３項第６号ロに定める掛金の納付の方法

第２項 前項の届出書には、第３０条第４項第２号に掲げる書類を添付しなければならない。

（運用指図者の届出）
第５８条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 当該資格を喪失した年月日

（運用指図者の加入の申出）
第５９条

第１号 第１号被保険者である運用指図者にあっては、次に掲げる事項
イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
ロ

ハ

ニ 毎月の掛金の額
ホ

へ 国民年金法第８９条第３号に規定する施設の入所者であるときは、その旨
第２号 第２号被保険者である運用指図者にあっては、次に掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ 第３０条第３項第６号ロに定める掛金納付の方法

第２項

加入者は、国民年金基金の加入員の資格を取得又は喪失したとき、又は付加保険料を納
付しようとする者若しくは付加保険料を納付することを終了しようとする者として地方社会
保険事務局長に申し出たときは、１４日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書
を連合会に提出しなければならない。

国民年金基金の加入員の資格を取得したときは、その年月日、国民年金基金の名称、
加入員番号及び毎月の掛金額

付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者と
して地方社会保険事務局長に申し出たときは、その年月日

前項に規定する者となった者は、第７５条第１項に定める掛金の拠出限度額を超えることと
なる場合にあっては、掛金の変更の届出を併せて行うものとする。

加入者は、その資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受けたときは、障害基礎年金
の裁定に係る通知を受けた日から１４日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出
書を連合会に提出するものとする。

加入者は、その資格を取得した後に国民年金法第８９条第３号の施設に入所したときは、
１４日以内に、当該施設の長の証明書を連合会に提出するものとする。

第２号加入者は、その資格を取得した後に転職等によりその使用される事業所に変更が
生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するも
のとする。

運用指図者が、企業型年金加入者となったことにより運用指図者の資格を喪失したとき
は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

運用指図者は、加入者となろうとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会
に提出するものとする。

国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛
金額

付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出ている場合にあって
は、その旨

障害基礎年金受給者等であるときは、その旨及び年金証書又はこれに準ずる書類の年
金コード又は記号番号若しくは番号

前項の申出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなけ
ればならない。

-　14 -



個人型年金規約

第１号 前項第１号ホに該当する場合　　年金証書又はこれに準じる書類の写し
第２号 前項第１号へに該当する場合　　当該施設の長の証明書
第３号 前項第２号に該当する場合　　第３０条第４項第２号に掲げる書類

第３項 第１項の申出については、第３５条第１項及び第２項の規定を準用する。

（退職所得控除額の控除を行った者の届出）
第６０条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 退職手当等の種類
第３号 退職手当等の支払を受けた年月日
第４号 退職所得控除額
第５号 勤続期間

第２項 前項の届出書については、第４８条第２項の規定を準用する。

（運用指図者の氏名変更の届出等）
第６１条

第１号

第２号 氏名又は住所の変更の年月日

（個人型年金加入者等原簿）
第６２条

第１号 加入者等の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 加入者の国民年金の被保険者資格の種別
第３号

第４号

第５号

第６号

第７号 加入者等が掛金を拠出した年月及び拠出した掛金の額並びに掛金納付の方法

第２項

第３項

（個人型年金加入者等帳簿）
第６３条

第１号 加入者等の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号

第３号

第４号 過去に拠出された各月ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名称

運用指図者（４６歳以上の者に限る。）は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の
控除を行ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提
出するものとする。

運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、１４日以内に、次の各号に掲げ
る事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

氏名（氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名）、性別、住所（住所の変更に
あっては、変更前及び変更後の住所）、生年月日及び基礎年金番号

連合会は、加入者等に関する原簿（以下この条において「個人型年金加入者等原簿」とい
う。）を備え、これに加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他次
の各号に定める事項を記録し、これを保存するものとする。

加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は運用指図者の資格の取得及び喪失の年
月日

加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び
喪失の年月日

加入者が付加保険料を納付する者となることを地方社会保険事務局長に申し出た者で
あるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日

企業型年金加入者であった者（加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある
者に限る。）の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金
加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日

連合会は、個人型年金加入者等原簿については、加入者等の保護上支障がないと認め
られるときは、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下同じ。）又はマイクロフィルムによって保存を行うことができる
ものとする。

個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ
電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示できることができるようにして備え置かれる
ときは、当該記録の備置きをもって法第６７条第１項の書類の備置きに代えることができる。
この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必
要な措置を行うものとする。

個人型記録関連運営管理機関は、加入者等に関する帳簿（以下「個人型年金加入者等
帳簿」という。）を備え、これに次の各号に定める事項を記録し、これを保存しなければなら
ない。

加入者等の資格の取得及び喪失の年月日又は運用指図者の資格の取得及び喪失の
年月日

加入者等が、企業型年金加入者等又は加入者等であったことがあるときは、当該企業
型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪
失の年月日
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第５号

第６号

第７号 次に掲げる期間の月数
イ 企業型年金加入者期間
ロ 企業型年金運用指図者期間
ハ 加入者期間
ニ 運用指図者期間
ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間

第８号

第９号

第１０号

第１１号

第１２号

第１３号

イ 厚生年金基金の加入員
ロ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
ハ 確定給付企業年金の加入者
ニ 適格退職年金制度の受益者等
ホ 私立学校教職員共済制度の加入者
ヘ 中小企業退職金共済契約等の被共済者
ト 特定退職金共済契約の被共済者
チ 退職手当共済契約の被共済職員
リ 外国保険被保険者等
ヌ 実施事業所における退職手当制度が適用される者

第１４号

イ 退職手当等の種類
ロ 退職手当等の支払を受けた年月日
ハ 退職所得控除額
ニ 勤続期間

第２項

第１号

第２号

第３号

法第５４条の規定により企業年金制度又は退職手当制度からその資産の全部又は一部
の移換が行われたことがあるとき又は法第５４条の２若しくは法第７４条の２の規定により
厚生年金基金、確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等
の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当
額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他
移換に関する事項

加入者等が行った運用の指図の内容（運用の指図の変更の内容を含む。）及び当該運
用の指図を行った年月日（運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月
日）
法第７３条において準用する法第２７条の規定により個人型記録関連運営管理機関が
加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分
に相当する額

加入者等が受給権者となったとき又は加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたとき
は、給付（脱退一時金を含む。）の内容、支給の方法及び支給の実績（支給された年金
又は一時金に係る徴収税額を含む。）

加入者等が、４６歳以後にイからヌまでに掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格
を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日

加入者等が、４６歳以後に退職手当等の支払を受けたことがあるとき（当該加入者等に
係る第７号に掲げる期間に限る。）は、次に掲げる事項

加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合
移換先のその者に係る記録関連業務を行う運営管理機関等に前項各号に掲げる事項
を記録した書類を引き渡した日から起算して５年を経過した日

法第７３条において準用する法第４１条第１項ただし書の規定により加入者等が死亡一
時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び
加入者等との関係

加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担
した年月日

法第４章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の
移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

個人型記録関連運営管理機関（第２５条に規定する特定運営管理機関を含む。以下この
項及び次項において同じ。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該
各号に定める日まで、個人型年金加入者等帳簿を保存するものとする。ただし、前項第５
号に掲げる事項についてはこの限りでない。

個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務
を承継した場合　　承継した運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を
引き渡した日から起算して５年を経過した日

前２号に掲げる場合以外の場合　　　加入者等に係る法第７３条において準用する法第
２９条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して５年を経過した日
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第３項

第４項

第５項

（個人型年金加入者原簿及び個人型年金加入者等帳簿の閲覧等）
第６４条

第２項 連合会に対する閲覧請求又は照会の手続については、連合会が定めるところによる。

　第２節　事業所

（加入者を使用する厚生年金適用事業所の協力）

第６５条

（加入者を使用する厚生年金適用事業所の登録）

第６６条

第１号 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
第２号 登録を受ける事業所の名称及び所在地
第３号 掛金の納付の方法
第４号

イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第６７条

第１号 登録を受けた厚生年金適用事業所（以下「登録事業所」という。）の名称及び所在地
第２号 事業主の名称又は氏名
第３号 登録事業所番号
第４号 第３０条第３項第６号ロに定める掛金の納付の方法
第５号

イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第２項

（事業所情報の変更の届出）

第６８条

第１号 登録事業所番号
第２号 事業主の名称又は氏名
第３号 事業主の所在地又は住所
第４号

個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、加入者等の保
護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び
引渡しを行うことができるものとする。

個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ
電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれる
ときは、当該記録の備置きをもって法第６７条第２項に規定する書類の備置きに代えること
ができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又
は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち
第１項第５号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日（運用
の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。）から起算して１０年を経過した日と
前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保
存するものとする。

加入者等（死亡一時金を受けることができる者を含む。）は、連合会又は個人型記録関連
運営管理機関に対し、第６２条の原簿若しくは前条の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原
簿若しくは帳簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、
連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請
求又は照会の回答を拒んではならない。

厚生年金適用事業所の事業主は当該厚生年金適用事業所に使用される者が加入者で
ある場合には、当該加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及びこの規約が遵守
されるよう指導等に努めなければならない。

厚生年金適用事業所の事業主は、その事業所に使用される者が個人型年金に加入を希
望するときは、次の各号に掲げる事項を記載した登録の申請書を連合会に提出するもの
とする。

当該申出をした者が、第３０条第３項第６号ロに定める事業主払込を行うときは、当該事
業主に係る掛金引落金融機関等に関する事項

連合会は、前条の申請があったときは、次の各号に掲げる事項を、連合会の事業所原簿
に登録するものとする。

登録事業所に使用される加入者が、第３０条第３項第６号ロに定める事業主払込を行う
場合にあっては、掛金引落金融機関等に関する事項

連合会は、前項の規定による登録を行ったときは、前項各号に掲げる事項を記載した通
知書を当該申請を行った事業所の事業主に対して交付するものとする。

登録事業所の事業主は、名称、所在地その他の事項に変更があったときは、第１号から
第３号までに掲げるもののほか第４号から第８号までに掲げる場合に応じ、その変更の内
容について記載した届出書を連合会に提出するものとする。

登録事業所の名称又は所在地に変更があったときは、変更前及び変更後の登録事業
在
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第５号

第６号

第７号

イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第８号 掛金納付の方法を変更するときは、変更後の掛金の納付の方法

第２項

第１号 事業主払込を行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類
第２号 当該事業所に使用されるすべての第２号加入者の掛金の納付の方法の変更の届出書

（登録事業所の廃止の届出）

第６９条

第１号 登録事業所の事業主の名称又は氏名及び住所
第２号 登録事業所の名称及び所在地
第３号 登録事業所の廃止の理由
第４号

第２項

第５章　掛金
（掛金）
第７０条 加入者は、加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。

第７１条

第７２条

（掛金額の決定）
第７３条

第２項 掛金額の単位は、５，０００円以上１,０００円単位とする。

（掛金額の変更）
第７４条

第２項

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 変更前及び変更後の毎月の掛金の額
第３号 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金加入員番号及び毎月の掛金額
第４号

第３項

（拠出限度額）
第７５条

所の名称又は所在地

登録事業所の事業主の名称又は氏名に変更があったときは、変更前及び変更後の登
録事業所の事業主の名称又は氏名

登録事業所の事業主の所在地又は住所に変更があったときは、変更前及び変更後の
登録事業所の事業主の所在地又は住所

事業主払込を行っている場合であって、事業主が掛金引落金融機関等を変更するとき
は変更後の掛金引落金融機関等に関する事項

掛金納付の方法を事業主払込から個人払込に変更する場合にあっては、前項の届出書
に次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

登録事業所が、厚生年金基金を導入するなどの事由により登録事業所を廃止するとき
は、登録事業所の事業主は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した登録事業所の
廃止届を連合会に提出するものとする。

他の登録事業所と合併した場合にあっては、当該登録事業所の名称及び登録事業所
番号

登録事業所を廃止しようとする事業主は、当該事業所に使用されるすべての加入者等に
関し資格喪失の届出書その他必要な届出書を取りまとめて連合会に提出しなければなら
ない。

前条の規定による掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月（同法第８９
条（第１号又は第３号に係る部分に限る。）又は第９４条の６の規定により同法の保険料を
納付することを要しないものとされた月を含む。）についてのみ行うことができる。

加入者が拠出する掛金は、連合会が連合会の指定した口座へ入金されたことを確認した
日に、納付が行われたものとする。

掛金の額は、第７５条に定める拠出限度額の範囲内において、加入者が決定するものと
する。

加入者は、掛金の額の変更を、毎年４月から翌年３月までの間において１回のみ行うこと
ができるものとする。

加入者が、前項の規定により掛金の額を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項
を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出ている場合にあって
は、その旨

被保険者資格の種別の変更に伴う掛金額の変更は、第１項の変更の回数に算入しないも
のとする。

掛金の拠出限度額は、その月の末日における次の各号に掲げる加入者の区分に応じ、
当該各号に定める額とする。
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第１号

第２号 第２号加入者　　　１万８千円

（掛金の納付）
第７６条

第２項

第３項 掛金は、前納及び追納することはできない。

第４項

第１号 　　金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
第２号 　　郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

（第２号加入者に係る掛金の納付の方法等）
第７７条

第２項

第７８条

第７９条

第２項

（掛金の納付の方法の変更に関する申出）
第８０条

第１号 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
第２号 変更前及び変更後の掛金納付の方法
第３号 個人払込を行う場合にあっては、掛金引落金融機関等に関する事項
イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第２項 前項の届出書には、第３０条第４項第２号ロに掲げる書類を添付しなければならない。

（個人型記録関連運営管理機関への掛金の額の通知）
第８１条

第２項

第１号加入者　　　６万８千円（付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月に
あっては、その月については、６万８千円から当該保険料又は掛金の額（その額が６万８
千円を上回るときは、６万８千円）を控除した額）

加入者は、毎月の掛金を、第３０条第３項の規定により連合会に申し出た掛金引落金融機
関等による口座振替を翌月２６日（その日が金融機関又は郵便局の休業日にあたる場合
は翌営業日、以下この項及び第７９条第１項において同じ。)に行うことにより納付するもの
とする。ただし、加入者が、その資格を取得した後、初回の掛金を納付する場合であって
連合会が定める場合には、資格取得日（加入者の資格を取得した日をいう。以下同じ。）
の属する月の翌々月の２６日に、資格取得日の属する月及びその翌月分の２月分の掛金
の口座振替を行うものとする。

前項に定める掛金の口座振替は、加入者本人名義の口座からの引落しに限るものとす
る。（第２号加入者が、次条の規定により、事業主払込を行う場合を除く。）

加入者は、第１項の掛金の引落しを行う口座を変更しようとするときは、変更後の掛金引落
口座に関する次の各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならな
い。

第２号加入者は、掛金の納付を、その使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して
行うことができる。

事業主は、第２号加入者が前項に定めるところにより、事業主払込の方法による掛金の納
付を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

第２号加入者が事業主払込を行うときは、第３０条第３項の申出書に掛金納付の方法を記
載することによって連合会に申し出るものとする。

第２号加入者が事業主払込を行う場合にあっては、当該加入者を使用する事業主は、連
合会の請求に基づいて、当該加入者の毎月の掛金を、あらかじめ連合会に申し出た掛金
引落金融機関等による口座振替を翌月２６日に行うことにより、納付するものとする。ただ
し、加入者が、その資格を取得した後、初回の掛金を納付する場合であって連合会が定
める場合には、資格取得日の属する月の翌々月の２６日に、資格取得日の属する月及び
その翌月分の２月分の掛金の口座振替を行うものとする。

連合会は、事業主が前項の掛金の納付を行わない場合には、第２号加入者への通知そ
の他の必要な措置をとることができる。

第２号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記
載した届出書を連合会に提出するものとする。

連合会は、掛金の納付を受けたときは、納付を受けた日として第７２条に定める日から７営
業日以内に、各加入者に係る掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知するもの

掛金引落金融機関等は、加入者又は事業主の口座から引き落とした掛金の額を、引落し
を行った日から５営業日以内に連合会に通知するものとする。
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（掛金の還付）
第８２条

第１号

第２号 加入者たる資格を有しない者により拠出されたとき。
第３号 法令及びこの規約に定める限度額を超えて拠出されたとき。

第２項

第１号 企業型年金への移換の申出があったとき。
第２号 老齢給付金の支給の請求があったとき。
第３号 障害給付金の支給の請求があったとき。
第４号 死亡一時金の支給の請求があったとき。
第５号 脱退一時金の支給の請求があったとき。

第３項

第４項

第１号 還付の事由
第２号 還付の対象となった月
第３号 還付の対象となった掛金額
第４号 還付を行う日
第５号 その他委託を受けた運営管理機関の定める事項

（還付金の額及び支払）
第８３条 還付金の額は、還付の対象となった月に納付された掛金額に相当する額とする。

第２項

第８４条

第１号

第２号

イ

ロ

ハ

第２項

連合会は、納付された掛金が次の各号のいずれかに該当するときは、この条及び次条か
ら第８６条までに定めるところにより、当該掛金に相当する額の還付を行うものとする。
国民年金の保険料を納付していない月の分として拠出されたとき。ただし、国民年金法
第８９条（第１号又は第３号に係る部分に限る。）又は第９４条の６の規定により同法の保
険料を納付することを要しないものとされた月については、この限りでない。

連合会は、毎年１回、前年の１月から１２月までの国民年金の保険料の納付状況を勘案し
て、３月を基準月とし、４月に還付を行うものとする（以下「定時還付」という。）。ただし、次
の各号に定める場合は、その都度還付を行うものとする（以下「随時還付」という。）。

個人型記録関連運営管理機関にあっては前項第１号の申出があったとき、裁定業務を行
う運営管理機関にあっては同項第２号から第５号に掲げる請求があったときは、連合会の
指示に基づく還付の手続を行った後に当該申出又は請求の手続を行うものとする。

連合会は、還付を行うときは、次の各号に掲げる事項を当該還付を受ける者に通知するも
のとし、これに関する事務を個人型記録関連運営管理機関に委託する。

還付金の額は、前条に規定する基準月の末日以降であって、還付を行う日として運営管
理機関が定める日におけるその者の個人別管理資産額に、当該個人別管理資産額に対
して還付の対象となった月に納付された掛金額の占める割合（以下「還付割合」という。）
を乗じて算定された額とする。

還付金の支払のために、還付を受ける者の個人別管理資産を取り崩すときは、次の各号
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

定時還付を行う場合　　　当該還付を受ける者の個人別管理資産に係るすべての運用
の方法について、前条第２項に定める還付割合を乗じて売却し、得られた額を還付に充
てるものとする。

随時還付を行う場合　　イからハに掲げる場合の区分に応じて、イからハに定める方法
により行うものとする。

第８２条第２項第１号、第４号及び第５号に定める場合　　　当該者（第５号に定める場合
にあっては死亡した者）の個人別管理資産に係るすべての運用の方法を売却し、得ら
れた額のうち還付の対象となった掛金額に相当する額を還付に充てるものとする。
第８２条第２項第２号及び第３号に定める場合であって、当該請求者が、その支給の方
法として一時金として支給を受けることを選択したとき　　　イに定める方法に準じる。

第８２条第２項第２号及び第３号に定める場合であって、当該請求者が、その支給の方
法として年金として支給を受けることを選択したとき　　　第１号に規定する方法により資
産を売却し、得られた額を還付に充てるものとする。

還付を受ける者が、その個人別管理資産の一部又は全部について、第９１条第１項第１号
から第５号までに掲げる運用の方法を選択して運用の指図を行っている場合であって、当
該各運用の方法に係る契約において取引単位の定めがあり、当該取引単位ごとの価額
（以下「基準価額という。」）が変動するものであるときは、還付の対象となった掛金額（以下
「還付対象額」という。）を当該運用の方法に係る持分に按分した額を基準価額で除して
得られた取引単位の数を売却するものとする。この場合に当該売却によって得られた額
が、還付対象額と同額とならなかった場合にあっても、対象となる運用の方法について追
加の売却等の調整を要しないものとする。
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第３項

第４項 還付金の支払は、還付を受ける者の掛金引落口座へ振込を行うことにより行うものとする。

（掛金の還付に係る事務費）
第８５条

（通算拠出期間の計算）
第８６条

（課税措置）
第８７条

第６章　運用
（加入者等による運用の指図）
第８８条

（連合会の責務等）
第８９条

第１号 確定拠出年金制度の具体的な内容
イ わが国の年金制度の概要及び年金制度における確定拠出年金の位置付け
ロ 確定拠出年金制度の概要　（次の(1)から(7)までに掲げる事項）
(1) 制度に加入できる者とその拠出限度額
(2)

(3) 給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付（年金又は一時金別）の受取方法
(4) 加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法
(5) 拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容
(6) 事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の役割
(7)

第２号

イ その性格又は特徴
ロ その種類
ハ 期待できるリターン
ニ 考えられるリスク
ホ

第３号 資産の運用の基礎知識
イ

ロ リスクの種類と内容（金利リスク、為替リスク、信用リスク、価格変動リスク、インフレリスク
ハ リスクとリターンの関係
ニ 長期運用の考え方とその効果
ホ 分散投資の考え方とその効果

第２項

還付を受ける者が、その個人別管理資産の一部又は全部について、第９１条第１項第１号
から第５号までに掲げる運用の方法を選択して運用の指図を行っている場合であって、当
該各運用の方法に係る契約において取引単位の定めがあり、前項の定めるところにより売
却すべき取引単位を算定した結果、当該運用の方法に係る契約の取引単位に満たない
こととなる場合には当該運用の方法について売却を行うことを要しないものとする。この場
合において、当該取引単位に満たない運用の方法以外の運用の方法について行う売却
によって得られた額を還付に充てるものとする。

連合会は、掛金の還付を行うときは、還付金のうちから事務費として１，０００円を徴収す
る。

還付金の支払を受けた加入者等の、当該還付金に係る掛金を拠出した月は、法附則第３
条第１項第５号に定める通算拠出期間に算入しないものとする。

還付金の支払を受けた者は、所得税法及び関係法令の定めるところにより適正に申告し
なければならない。

加入者等は、第９４条から第９６条までの規定に基づいて、積立金のうち当該加入者等の
個人別管理資産について、自己の責任において運用の指図を行う。

連合会は、加入者等に対し、加入者等が行う前条の運用の指図に資するため、次の各号
に掲げる事項に関する資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。

運用商品（法第２３条第１項に規定する運用の方法をいう。以下同じ。） の範囲、加入
者等への運用商品の提示の方法及び運用商品の預替え機会の内容

事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の行為準則（責務
及び禁止行為）の内容

金融商品の仕組みと特徴（預貯金、信託商品、投資信託、債券、株式、保険商品等そ
れぞれの金融商品についての次の事項）

投資信託、債券、株式等の有価証券や変額保険等については、価格に影響を与える
要因等

資産の運用を行うに当たっての留意点（すなわち金融商品の仕組みや特徴を十分認識
した上で運用する必要があること）

連合会は、前項に掲げる資料の提供その他の必要な措置に関する事務を、個人型運用
関連運営管理機関に委託することができる。
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第３項

（運用の方法の選定及び提示）
第９０条

第１号

第２号

第３号

第４号

第２項

第３項

（運用の方法）
第９１条

第１号 預金又は貯金の預入であって次に掲げるもの
イ

ロ

ハ

ニ

ホ

第２号

イ

ロ 信託会社への金銭信託（イ及びハに掲げるものを除く。）

ハ

第３号

イ 国債証券
ロ 地方債証券
ハ

ニ

前項の規定により連合会から委託を受けた運営管理機関は、法第９９条の定めるところに
より、第１項に掲げる資料の提供その他の加入者等について必要と認められる情報を、最
も適切と考えられる方法により、適宜の時期に提供するよう努めるものとする。

個人型運用関連運営管理機関は、運用の方法を選定し、加入者等に提示するに当たっ
ては、次の各号に掲げる基準に従ってこれを行わなければならない。

運用関連運営管理機関が選定、提示する運用の方法（以下「提示運用方法」という。）
は、次条第１項に掲げる運用の方法であって、同条第２項に掲げる要件（以下「運用方
法要件」という。）に適合するものであること。

預貯金の利率、生命保険契約の予定利率、債券の収益率等運用から生ずると見込ま
れる収益の率、収益の変動の可能性その他収益の性質が相互に類似しない３以上の
運用の方法を選定し、提示するものであること。

提示運用方法のうちいずれか１以上のものは、元本が確保される運用の方法として第９
２条に掲げるものであること。

運営管理機関が選定した運用の方法は、加入時又は加入者等の求めに応じて、適切
な方法で提示するものであること。

個人型運用関連運営管理機関が次条第１項第２号ハ又は同項第３号カからナまでに掲げ
る運用の方法を選定し、提示する場合には、当該運用以外の運用の方法を少なくとも３以
上選定し、提示しなければならない。

個人型運用関連運営管理機関は、第１項の規定により運用の方法を提示するときは、加
入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。

個人型運用関連運営管理機関が選定し、提示することができる運用の方法は、次に掲げ
る運用の方法であって、次項に掲げる運用方法要件に適合するものとする。

預金保険法（昭和４６年法律第３４号）第２条第１項に規定する金融機関（事務委託先金
融機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニ及びホにおいて「預金
保険対象金融機関」という。）を相手方とする預金（外貨預金及び譲渡性預金（準備預
金制度に関する法律施行令（昭和３２年政令第１３５条）第４条第２号に規定する譲渡性
預金をいう。ニにおいて同じ。）を除く。）の預入

農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年法律第５３号）第２条第１項に規定する農水
産業協同組合（事務委託先金融機関の貯金の受入れの業務を行うことができるものに
限る。ホにおいて「貯金保険対象組合」という。）を相手方とする貯金又は預金（外貨貯
金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令（昭和４８年政令第２０１号）第６条第１号
に規定する譲渡性預金を除く。）の預入

郵便貯金（郵便貯金法（昭和２２年法律第１４４号）第７条第１項第５号に規定する住宅
積立郵便貯金及び同項第６号に規定する教育積立郵便貯金を除く。）の預入

預金保険対象金融機関以外の銀行及び商工組合中央金庫を相手方とする預金（外貨
預金を含み、譲渡性預金を除く。）の預入

預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預金又は外貨貯
金の預入

信託会社（法第８条第１項第１号に規定する信託会社をいう。以下同じ。）への信託で
あって、次に掲げるもの

信託会社（預金保険法第２条第１項に規定する金融機関に限る。）への金銭信託であっ
て、信託業法（大正１１年法律第６５号）第９条の規定により元本の補てんの契約のあるも
の

次に掲げる有価証券（有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表
示されるべき権利を含む。以下この条において同じ。）の売買

特別の法律により法人の発行する債券（その債務について政府が保証しているものに
限り、ニに掲げるものを除く。）

預金保険法第２条第２項第５号に規定する債券又は農水産業協同組合貯金保険法第
２条第２項第４号に規定する農林債券

信託会社への信託であってその信託財産を１の法人の発行する社債券又は株券（次号
において「１法人の発行する社債券等」という。）の売買のみにより運用することを約する
もの
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ホ

へ

ト

チ

リ 貸付信託の受益証券（ホに掲げるものを除く。）
ヌ

ル

ヲ

ワ

カ

ヨ 社債券（相互会社の社債券を含み、ハに掲げるものを除く。）
タ

レ 株券
ソ

(1) １法人の発行する社債券等の売買
(2)

(3)

ツ

ネ 外国法人の発行する債券又は株券（ヲ及びワに掲げるものを除く。）
ナ

第４号

イ

ロ

信託会社（預金保険法第２条第1項に規定する金融機関に限る。）の貸付信託の受益証
券であって信託業法第９条の規定により元本の補てんの契約のあるもの

特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用
金庫連合会の発行する債券（ニに掲げるものを除く。）

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければなら
ない法人の発行する債券（ハに掲げるものを除く。）

特別の法律により設立された法人（トに規定する法人を除き、国、トに規定する法人及び
地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。）であって当該特別の法律により債
券を発行することができるものの発行する債券（ハに掲げるものを除く。）

投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２条第３
項に規定する投資信託をいう。）の受益証券（ソに掲げるものを除く。）

投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１９項に規定する投資法人を
いう。ソ及びツにおいて同じ。）の投資証券（ツに掲げるものを除く。）又は投資法人債券
（同法第２条第２５項に規定する投資法人債券をいう。）

外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関の
発行する債券

外国法人の発行する債券（その債務についてヲに規定する者が保証しているものに限
り、ヲに掲げるものを除く。）

資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第９項に規定する優先出
資証券及び特定社債券（特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一
部を改正する法律（平成１２年法律第９７号）附則第２条第１項の規定によりなおその効
力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産
の流動化に関する法律(平成１０年法律第１０５号）第２条第７項に規定する優先出資証
券及び特定社債券を含む。）並びに資産の流動化に関する法律第２条第１５項に規定
する受益証券

協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律第４４号）第２条第１項に規
定する協同組織金融機関が同法の規定に基づき発行する優先出資証券

証券投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に規定する証券投
資信託をいう。以下この項において同じ。）であってその信託財産を次に掲げる売買に
のみにより運用を約するもの。

外国投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第２８項に規定する外国投
資信託をいう。）の受益証券又は外国投資証券（同法第２２０条に規定する外国投資証
券をいう。）
次に掲げる生命保険若しくは簡易生命保険の保険料又は生命共済の払込みであって
次に掲げるもの

生命保険会社（法第８条第１項第２号に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。）で
あって保険業法（平成７年法律第１０５号）第２６５条の２第１項に規定する保険契約者保
護機構（以下単に「保険契約者保護機構」という。）の会員の資格を有する者への生命
保険（各加入者等に係る払込保険料の全額（保険業法施行規則（平成８年大蔵省令第
５号）第１０条第８号に規定する付加保険料（保険業法第１１６条第１項の規定により責任
準備金として積み立てないものに限る。）に相当する部分であって、各加入者等に係る
払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものを除く。）が、当該
加入者等が６０歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に
充てるため、同法第１１６条の規定により責任準備金として積み立てられるものであっ
て、同法第１１８条第１項に規定する特別勘定に属しないものに限る。）の保険料の払込
み

１の証券投資信託の受益証券（１法人の発行する社債券等の売買のみにより運用す
ることを約するものに限る。）の売買
１の投資法人の投資証券（１法人の発行する社債券等の売買のみにより運用すること
を約するもの。）の売買
投資法人であってその資産をソ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約
するものの投資証券

簡易生命保険（各加入者等に係る払込保険料の全額（簡易生命保険法（昭和２４年法
律第６８号）第３条に規定する簡易生命保険契約に基づく保険料の計算の基礎のうち付
加保険料であって、各加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が千分の
３以下であるものを除く。）が、当該加入者等が６０歳に達した日以後の日における生存
を支給事由とする保険金又は年金の支払に充てるため積み立てられるものに限る。）の
保険料の払込み
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ハ

(1) 生命保険会社
(2) 日本郵政公社
(3)

第５号 次に掲げる損害保険の保険料の払込みであって次に掲げるもの
イ

ロ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みであって、イに掲げるもの以外のもの

第２項 運用方法要件は、次のとおりとする。
第１号

イ

ロ

第２号

第３号

第４号

第５号

イ

ロ

ハ

(1) 被保険者又は被共済者が加入者等の資格を喪失した場合
(2) 被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合
(3)

第６号

イ

ロ 事務委託先金融機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること。
ハ

第７号

次に掲げる者への生命保険若しくは簡易生命保険の保険料又は生命共済の払込みで
あって、イ又はロに掲げるもの以外のもの

農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合及び共
済水産業協同組合連合会（次項第５号において「農業協同組合等」という。）

損害保険会社（法第８条第１項第４号に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)で
あって、保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険（各加入者に係
る払込保険料から、保険業法施行規則第７０条第１項第１号ロに規定する未経過保険
料及び同項第３号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各加入者
等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の３以下であるもの。）を除い
た全額が、返戻金の支払に充てるため、保険業法第１１６条第１項の規定により責任準
備金として積み立てられるものであって、同法第１１８条第１項に規定する特別勘定に属
しないものに限る。）の保険料の払込み

当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められているこ
と。

法第２５条第１項の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持分の額又
はその算定方法

当該契約に係る法第２５条第４項の規定による措置に要する費用があるときは、その費
用の額又はその算定方法

法第２５条第４項の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方法に係る契
約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること

当該運用の方法に係る契約に基づく預金又は貯金（利子を含む。）の払出しに係る金
銭の額、信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。）の額、有価証券の譲渡又は
償還に係る金銭の額、生命保険、簡易生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る
保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰属する金銭の額は、当該運用の方法に
ついて法第２５条第１項の規定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充て
られるものであること（第１４４条及び第１４５条の規定に基づいて、運営管理機関又は事
務委託先金融機関が個人型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。）

有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額（法人税法第６１
条の３第1項第１号に規定する時価評価金額をいう。）を算定できるものであること。

生命保険会社若しくは日本郵政公社又は農業協同組合等への生命保険若しくは簡易
生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に
適合するものであること。

当該払込みについて法第２５条第１項の規定により運用の指図を行った者を被保険者
又は被共済者とするものであること。

事務委託先金融機関（当該運用の指図を行った者の運用の指図に係る運用の方法に
係る契約を行ったものに限る。次号ロにおいて同じ。）を保険金、年金又は共済金の受
取人とするものであること。

当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合
に限り、行われるものであること。

被保険者又は被共済者が当該所定の時期の前に死亡した場合（重度の障害の状態
となった場合を含む。）

損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合す
るものであること。

当該払込みについて法第２５条第１項の規定により運用の指図を行った者を被保険者と
するものであること。

当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した
事由により死亡した場合（重度障害の状態となった場合を含む。）に限り、行われるもの
であること。
前項第４号イ及びロ並びに第５号イに規定する運用の方法は、当該運用の方法を選択
して運用の指図を行っている受給権者が法第２８条の給付の請求をしたときに、当該運
用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金（法第３５条第２
項又は第３８条第２項に規定する一時金をいう。）として支給することができるものでなけ
ればならな
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第８号 その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。

（元本確保の運用方法）
第９２条

第１号 前条第１項第１号イからハまでに掲げる方法
第２号 前条第１項第２号イに掲げる方法
第３号 前条第１項第３号イからホまでに掲げる方法
第４号 前条第１項第４号イ及びロに掲げる方法
第５号 前条第１項第５号イに掲げる方法

（運用の方法に係る情報の提供）
第９３条

第１号 運用の方法の内容（次に掲げる事項を含む。）に関する情報
イ

ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項
ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項

第２号

第３号 個人別管理資産額の持分の計算方法
第４号

第５号 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報
イ

ロ

ハ

ニ

第６号

第７号 前各号に定めるもののほか、加入者等が運用の指図を行うために必要な情報

第２項

第３項

第４項

ればならない。

第９０条第１項第３号に定める元本が確保される運用の方法は、次の各号に掲げる運用の
方法であって前条第２項に規定する運用方法要件に適合するものとする。

第９０条の規定により個人型運用関連運営管理機関が加入者等に情報を提供する場合
にあっては、各運用の方法ごとに、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。

利益の見込み（利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨）及び損
失の可能性に関する事項

当該運用の方法を加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去１
０年間（当該運用の方法の過去における取扱期間が１０年に満たない場合にあっては、
当該期間）における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績

加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用
の内容及びその負担の方法に関する情報

預貯金の預入（日本郵政公社を相手方とする貯金の預入を除く。）
預金保険制度（預金保険法の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。）又
は農水産業協同組合貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づき農
水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。）（以下この条において「預金保
険制度等」という。）の対象となっているか否かについての情報（預金保険制度等の対象
となっている場合にあっては、加入者等が受ける保護の内容を含む。）

金融債（特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区と
する信用金庫連合会の発行する債券をいう。）の売買
預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報（預金保険制度等の対象と
なっている場合にあっては、加入者等が受ける保護の内容を含む。）

金銭信託（貸付信託を含む。）の預入
預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報（預金保険制度等の対象と
なっている場合にあっては、加入者等が受ける保護の内容を含む。）

生命保険又は損害保険への保険料の払込み
保険契約者保護機構による保護の対象となっているか否かについての情報（保険契約
者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、加入者等が受ける保護の
内容を含む。）

金融商品の販売等に関する法律（平成１２年法律第１０１号）第３条第１項各号に規定す
る重要事項に関する情報

個人型運用関連運営管理機関は、専門的な知見に基づいて、前項各号に掲げる情報
を、運用の方法を加入者等に提示するときその他必要に応じ加入者等に提供しなければ
ならない。

個人型運用関連運営管理機関は、銀行法（昭和５６年法律第５９号）第２１条、保険業法
第１１１条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関（当該個人型運用
関連運営管理機関が加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方たる金融機関
に限る。）の業務及び財産の状況に関する説明書類を、個人型運用関連運営管理機関の
営業所に備え置き、加入者等の縦覧に供しなければならない。

前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算
機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当
該記録の備置きをもって前項に規定する説明書類の備置きに代えることができる。
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（運用の指図）
第９４条

（運用の指図の方法）
第９５条

第２項

（運用の指図の制約等）
第９６条

第１号

第２号

第３号

第２項

第３項

第１号 加入者等が、正当な理由により運用の指図を行うことができないとき。
第２号

第３号

第４項

(郵便貯金又は簡易生命保険に係る運用の指図）
第９７条

第１号 郵便貯金の預入　　次に掲げる事項
イ 法第２５条第１項の規定により運用の指図を行った者の氏名及び住所
ロ 郵便貯金の種類及びその預入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額
ハ

第２号 簡易生命保険の保険料の払込み　　次に掲げる事項
イ

ロ

ハ 事務委託先金融機関の名称及び住所

（運用の方法の除外に係る同意）
第９８条

第１号 当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたこと又は破産したこと。

加入者等は、指定運営管理機関が定め加入者等に示したところにより、少なくとも３月に１
回、運用の指図を行うことができる。

加入者等は、法第２５条第１項の運用の指図を行うに当たっては、提示運用方法の中から
１又は２以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額又は配分率を決
定して、これらの事項を個人型記録関連運営管理機関に示すものとする。

個人型記録関連運営管理機関は、加入者等からの運用の方法の指図を受けるに当たり、
電話若しくは電子的媒体等によりその受付を行うことができるものとする。

加入者等が、運用の指図を行おうとする場合であって、次の各号に掲げるときは、運用の
指図を受ける運営管理機関は、運営管理機関の定めるところにより、当該運用の指図を受
けることを留保することができる。

給付を受ける権利を有する者が支給を請求した場合であって、当該請求を受けた裁定
業務を行う運営管理機関において裁定を完了していないとき。

加入者等が、第４７条の規定により、指定運営管理機関を変更することを申し出た場合
であって、その手続が完了していないとき。

その他運営管理機関が必要と認める場合であって、運営管理機関があらかじめ加入者
等に示したとき。

前項第１号に掲げる給付の支給の請求があったとき又は第２号に掲げる申出があったとき
は、運営管理機関は当該請求又は申出を行った者に対して、速やかに、運用の指図又は
運用の指図の変更を受けることを留保することを示さなければならない。

運用の指図を受ける運営管理機関は、次の各号に掲げるときは、元本が確保される運用
の方法であって運営管理機関があらかじめ定めたものへの運用の指図があったものとみ
なすことができるものとする。

当該運営管理機関が定め、あらかじめ加入者等に対して示した期日までに運用の指図
を行わなかったとき。
その他運営管理機関が必要と認める場合であって、運営管理機関があらかじめ加入者
等に示したとき。

前項の場合において、運営管理機関は、当該運営管理機関が定めた運用の方法をあら
かじめ加入者等に示さなければならない。

個人型記録関連運営管理機関は、法第２５条第１項の規定により次の各号に掲げる運用
の方法について運用の指図を受けたときは、同条第３項の規定により、連合会に通知する
とともに、当該各号に定める事項を日本郵政公社に通知しなければならない。

事務委託先金融機関（当該運用の指図を行った者の持分に係る契約に関する事務を
取扱うものに限る。次号ハにおいて同じ。）の名称及び住所

法第２５条第１項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及び生年月日

簡易生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他当該者の運用の
指図に係る簡易生命保険の保険料の払込みに係る契約内容を確定するために必要な
事項

個人型運用関連運営管理機関は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするとき
は、当該除外しようとする運用の方法を選択して法第２５条第１項の運用の指図を行って
いる加入者等の同意を得なければならない。ただし、次の各号に該当することにより当該
運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。
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第２号

第３号

（加入者等への通知事項）
第９９条

第１号

第２号 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとのその者の持分に相当する額
第３号

第４号 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
第５号 前期日から今期日までに拠出された各月ごとの掛金の額及び掛金を拠出した者の名称
第６号 過去に拠出された掛金の総額
第７号

第８号

第９号

第７章　給付等
　第１節　通則
（給付の種類）
第１００条 個人型年金の給付（この章において「給付」という。）は、次のとおりとする。

第１号 老齢給付金
第２号 障害給付金
第３号 死亡一時金

第１０１条

（給付の裁定）
第１０２条

第２項

第３項

（給付の額）
第１０３条

第１号

第２号 一時金として支給されるもの　個人別管理資産額を勘案して算定されるものであること。

（年金給付の支給期間等）
第１０４条

個人型記録関連運営管理機関は、毎年少なくとも１回、加入者等の個人別管理資産額そ
の他次の各号に定める事項を当該加入者等に通知しなければならない。

個人型記録関連運営管理機関が法第２７条の規定により加入者等に通知する日として
運営管理機関が定め、あらかじめ加入者等に示した一定の期日（以下この条において
「今期日」という。）における個人別管理資産額

個人型記録関連運営管理機関が法第２７条の規定により行った前回の通知の期日（以
下この条において「前期日」という。）における個人別管理資産額

前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の
内容

個人別管理資産は、この規約で定める給付及び第５節に規定する脱退一時金以外にこ
れを引出すことはできない。

給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、裁定業務を行う運営管理機関が裁定
する。

裁定業務を行う運営管理機関は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内
容を連合会に通知しなければならない。

裁定業務を行う運営管理機関は、給付を受ける権利について裁定したときは、速やかに、
文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

給付の額は、次の各号に掲げる算定方法の基準に従って、運営管理機関が定め加入者
等に提示したところにより算定した額とする。

年金として支給されるもの　個人別管理資産額及び支給予定期間（受給権者が請求日
（給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。）において運営管理機関が定め加入者等
に提示したところにより申し出た５年以上２０年以下の期間であって、当該申し出た日の
属する月以降の月から起算するものをいう。）を勘案して、算定されるものであること。

給付のうち年金として支給されるもの（以下「年金給付」という。）の支給は、これを支給す
べき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

前期日から今期日までの間に加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他
の費用の内容及びそれを負担した年月日

前期日から今期日までの間に法第５４条の規定により企業年金制度又は退職手当制度
からその資産の全部又は一部の移換が行われたとき又は法第５４条の２若しくは法第７
４条の２の規定により厚生年金基金、確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から
脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産の移換が行
われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事
項

運用の方法が第９１条第１項第３号ヌ、ソ又はナ(外国投資証券を除く。)に掲げる方法であ
る場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律
第２５条第１項又は第４９条の４第１項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託
契約期間を変更して償還されたこと。

当該運用の方法が第９１条第１項第３号ル、ソ又はツに掲げる方法である場合にあって
は、投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２条第
１９項に規定する投資法人をいう。）が同法第２１６条の規定により同法第１８７条の登録の
取消しを受けたこと。
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第２項

（一時金として支給される給付）
第１０５条 一時金として支給される給付は、その全額を一時に支給するものとする。

（受給権の譲渡等の禁止等）
第１０６条

（端数処理）
第１０７条 給付の額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

　第２節　老齢給付金
（支給要件）
第１０８条

第１号 ６０歳以上６１歳未満の者　　　１０年
第２号 ６１歳以上６２歳未満の者　　　　８年
第３号 ６２歳以上６３歳未満の者　　　　６年
第４号 ６３歳以上６４歳未満の者　　　　４年
第５号 ６４歳以上６５歳未満の者　　　　２年
第６号 ６５歳以上の者　　　　　　　　　　 １月

第２項

第１号 企業型年金加入者期間
第２号 企業型年金運用指図者期間
第３号 加入者期間
第４号 運用指図者期間

第３項

第１０９条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 年金の払渡しを希望する支払機関に関する事項
イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第３号 イ又はロにつき該当する機関の証明
第４号 給付の支給の方法

第２項

（７０歳到達時の支給）
第１１０条

第２項

年金は、運営管理機関の定めた毎年一定の支払期月に支払う。ただし、前支払期月に支
払うべきであった年金または権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月で
ない月であっても、支払うことができるものとする。

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、老
齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分（その例による処分を含む）により
差し押さえる場合は、この限りでない。

企業型年金加入者であった者又は加入者であった者であって、次の各号に掲げる者（個
人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金の障害給付金の受給権者を除
く。）が、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するとき
は、その者は、個人型記録関連運営管理機関に老齢給付金の支給を請求することができ
る。

第１項の請求があったときは、連合会は、裁定業務を行う運営管理機関の裁定に基づき、
その請求をした者に老齢給付金を支給する。

前条第１項の給付の請求の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した裁定請求書を裁
定業務を行う運営管理機関に提出することにより行うものとする。

前条第１項の請求には、戸籍の抄本又は生年月日に関する市町村長（特別区及び地方
自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、区長。以
下同じ。）の証明書を添付しなければならない。

企業型年金加入者であった者又は加入者であった者（個人型年金に個人別管理資産が
ある者に限る。）が第１０８条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく７０歳に達
したときは、連合会は、その者に、裁定業務を行う運営管理機関の裁定に基づいて、老齢
給付金を支給する。

前項の老齢給付金は、一時金として支給し、その額については当該一時金の支給に係る
すべての個人別管理資産について現金化が完了した日における個人別管理資産額とす
る。

前項の通算加入者等期間とは、同項に規定する者の次の各号に掲げる期間（その者が６
０歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。）を合算した期間（法第５４条第２
項、法第５４条の２又は法第７４条の２の規定により通算加入者等期間に算入された期間
がある者にあっては、当該期間を含む。）をいう。
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（支給の方法）
第１１１条

第１１２条

第２項

（給付の額の算定方法）
第１１３条

第２項

第３項

（給付の額の算定方法の変更）
第１１４条

第２項

第１１５条

第２項 前項において支給する額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額とする。

（一時金たる老齢給付金）
第１１６条

第１号

第２号

（失権）
第１１７条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

第1号 受給権者が死亡したとき。
第2号 個人型年金の障害給付金の受給権者となったとき。
第3号 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

老齢給付金は、年金として支給する。ただし、運営管理機関の定めるところによりその全部
又は一部を一時金として支給することができる。

老齢給付金の受給権者は、運営管理機関が定める場合には、給付の支給を開始した日
の属する月から起算して５年を経過した日以後の日に、裁定業務を行う運営管理機関に
申し出て、給付の支給を一時に受けることができるものとする。

受給権者が、前項に定める申出をしたときは、その額は、第１１３条の規定にかかわらず、
当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額とする。

年金たる老齢給付金の給付の額の算定方法は、請求日において、運営管理機関が定
め、加入者等に提示したところにより受給権者が定めたものとし、その額は、請求日の属
する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定される
ものとする。

年金たる老齢給付金の給付の額（前条第２項及び第１１５条第２項の規定により算定され
る額を除く。）は、請求日の属する月又は次条の申出をした日の属する月の前月の末日に
おける個人別管理資産額の２分の１に相当する額を超えず、かつ、２０分の１に相当する
額を下回らないものでなければならない。（請求日において、個人別管理資産について、
保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は
共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。次項に
おいて同じ。）

有期年金である老齢給付金の支給予定期間は、受給権者がその支給について裁定業務
を行う運営管理機関に申し出た日の属する月以後の運営管理機関の定める月（請求日の
属する月から起算して３月以内の月に限る。）から起算して５年以上２０年以下とする。

老齢給付金の受給権者は、個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支
給予定期間にわたって受けることが困難となった場合であって運営管理機関が定める場
合には、その支給を当該支給期間にわたって受けることを裁定業務を行う運営管理機関
に申し出て、その額の算定方法を、前条第１項の規定にかかわらず、１回に限り変更する
ことができるものとする。

前項の申出をした場合にあっては、給付の額は、当該申出をした日の属する月の前月の
末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、か
つ、前条第１項の規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の
給付について変更するものとする。

支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、その
全額を、当該月の翌月以降に一括で支給するものとする。

老齢給付金の受給権者が、第１１１条の規定に基づいて老齢給付金の全部又は一部を一
時金として支給を受けることを申し出たときは、次の各号の規定に従って支給する。

一時金たる老齢給付金の給付の額は、当該一時金の支給に係るすべての個人別管理
資産について現金化が完了した日（請求日から起算して３月を経過する日までの間に
限る。ただし、３月を経過する日までに現金化が完了しないときは、３月を経過した日と
する。）における個人別管理資産額（老齢給付金の一部を一時金とする場合にあって
は、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額）とする。

老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は１回に限るものと
し、かつ、その額は、請求日において、運営管理機関が定め、加入者等に提示したとこ
ろにより受給権者が算定したものとする。
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　第３節　障害給付金
（支給要件）
第１１８条

第２項

第３項

第１１９条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 年金の払渡しを希望する支払機関に関する事項
イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号
ハ イ又はロにつき該当する機関の証明

第３号 給付の支給の方法

第２項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない
第１号 戸籍の抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書
第２号 障害基礎年金の年金証書又はこれに準ずる書類の写し

（支給の方法）
第１２０条

第１２１条

第２項

（給付の額の算定方法）
第１２２条

第２項

企業型年金加入者、加入者又はこれらの者であった者（個人型年金に個人別管理資産
がある者に限る。）が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに
起因する疾病（以下「傷病」という。）について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
（以下「初診日」という。）から起算して１年６月を経過した日（その期間内にその傷病が
治った場合においては、その治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状
態に至った日を含む。）、以下「障害認定日」という。）から７０歳に達する日の前日までの
間において、その傷病により国民年金法第３０条第２項に規定する障害等級の１級及び２
級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に裁
定業務を行う運営管理機関に障害給付金の支給を請求することができる。

企業型年金加入者、加入者又はこれらの者であった者（個人型年金に個人別管理資産
がある者に限る。）が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病（以下この項において
「基準傷病」という。）に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある
場合であって、基準傷病に係る障害認定日から７０歳に達する日の前日までの間におい
て、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前項の国民年金法第３０条第２
項に規定する障害等級の１級及び２級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った
とき（基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病（基準傷病以外の傷病が２以上ある場
合は、基準傷病以外のすべての傷病）の初診日以降であるときに限る。）は、その者は、そ
の期間内に裁定業務を行う運営管理機関に障害給付金の支給を請求することができる。

第１項又は前項の請求があったときは、連合会は、裁定業務を行う運営管理機関の裁定
に基づき、その請求をした者に障害給付金を支給する。

前条第１項及び第２項の給付の請求の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した裁定請
求書を裁定業務を行う運営管理機関に提出することにより行うものとする。

障害給付金は、年金として支給する。ただし、運営管理機関の定めるところによりその全部
又は一部を一時金として支給することができる。

障害給付金の受給権者は、運営管理機関が定める場合には、給付の支給を開始した日
の属する月から起算して５年を経過した日以後の日に、裁定業務を行う運営管理機関に
申し出て、給付の支給を一時に受けることができるものとする。

受給権者が、前項に定める申出をしたときは、その額は、次条の規定にかかわらず、当該
申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額とする。

年金たる障害給付金の給付の額の算定方法は、請求日において、運営管理機関が定
め、加入者等に提示したところにより受給権者が定めたものであって、かつ、運営管理機
関が定める場合には、５年ごとに、受給権者の申出により変更（支給予定期間の変更を含
む。）することができるものとし、その額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別
管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものとする。

年金たる障害給付金の給付の額（前条第２項及び第１１５条第２項の規定により算定され
る額を除く。）は、請求日の属する月又は次条の申出をした日の属する月の前月の末日に
おける個人別管理資産額の２分の１に相当する額を超えず、かつ、２０分の１に相当する
額を下回らないものでなければならない。（請求日において、個人別管理資産について、
保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は
共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。次項に
おいて同じ。）
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第３項

（給付の額の算定方法の変更）
第１２３条

第２項

第１２４条

第２項 前項において支給する額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額とする。

（一時金たる障害給付金）
第１２５条

第１号

第２号

（失権）
第１２６条 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

第１号 受給権者が死亡したとき。
第２号 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

　第４節　死亡一時金
（支給要件）
第１２７条

第２項

第１号 請求者の氏名、性別、住所、生年月日並びに請求者と死亡した者との関係
第２号 死亡した者の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第３号 死亡した者の死亡年月日
第４号 死亡一時金の払渡しを希望する支払機関に関する事項
イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号
ハ イ又はロにつき該当する機関の証明

第３項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第１号 死亡診断書その他死亡を証する書類
第２号

第３号

有期年金である障害給付金の支給予定期間は、受給権者がその支給について裁定業務
を行う運営管理機関に申し出た日の属する月以後の当該運営管理機関の定めた月（請
求日の属する月から起算して３月以内の月に限る。）から起算して５年以上２０年（受給権
者がその受給権を取得した日において６０歳未満である場合にあっては、２０年にその受
給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が６０歳に達する月までの期間を加え
た期間）以下とする。

障害給付金の受給権者は、個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支
給予定期間にわたって受けることが困難となった場合であって運営管理機関が定める場
合には、その支給を当該支給期間にわたって受けることを裁定業務を行う運営管理機関
に申し出て、その額の算定方法を、前条第１項の規定にかかわらず、変更することができ
るものとする。

前項の申出をした場合にあっては、給付の額は、当該申出をした日の属する月の前月の
末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、か
つ、前条第１項の規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の
給付について変更するものとする。

支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、その
全額を、当該月の翌月以降に一括で支給するものとする。

障害給付金の受給権者が、第１２０条の規定に基づいて障害給付金の全部又は一部を一
時金として支給を受けることを申し出たときは、次の各号の規定に従って支給する。

一時金たる障害給付金の給付の額は、当該一時金の支給に係るすべての個人別管理
資産について現金化が完了した日（請求日から起算して３月を経過する日までの間に
限る。ただし、３月を経過する日までに現金化が完了しないときは、３月を経過した日と
する。）における個人別管理資産額（障害給付金の一部を一時金とする場合にあって
は、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額）とする。

障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は１回に限るものと
し、かつ、その額は、請求日において、運営管理機関が定め加入者等に提示したところ
により受給権者が算定したものとする。

連合会は、企業型年金加入者、加入者又はこれらの者であった者（個人型年金に個人別
管理資産がある者に限る。）が死亡したときに、その者の遺族に、裁定業務を行う運営管
理機関の裁定に基づいて、死亡一時金を支給する。

死亡一時金の給付の請求の申請は、第１３０条に規定する遺族が、次の各号に掲げる事
項を記載した裁定請求書を裁定業務を行う運営管理機関に提出することにより行うものと
する。

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本（請
求者が届出をしていないが、死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であ
るときは、その事実を明らかにすることができる書類）

請求者が第１３０条第１項第２号又は第３号に掲げる者であるときは、死亡した者の死亡
の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書
類
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第４号

（その他の者に係る死亡一時金の支給）
第１２８条

第１号

第２号

第２項

第３項 前項の請求書には、前条第３項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

（給付の額）
第１２９条

（遺族の範囲及び順位）
第１３０条

第１号 配偶者
第２号

第３号

第４号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第２号に該当しないもの

第２項

第３項

第４項

第５項 加入者等は、加入の申出後又はいつでも死亡一時金の受取人を指定することができる。

第６項

第７項

第８項

請求者が死亡した者の配偶者以外の者であるときは、第１３０条第１項の規定により死亡
一時金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収
入によって生計を維持していたもの

前条第１項の規定にかかわらず、特定運営管理機関は、次の各号に掲げる者（以下「その
他の者」という。）が死亡したときは、その他の者に係る死亡一時金の裁定を行うものとし、
連合会は特定運営管理機関の裁定に基づいて死亡一時金を支給する。

企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入
者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して６月以内に法第８０条から第８２
条までの規定により移換されなかったもの（当該企業型年金の企業型年金運用指図者
を除く。）

企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者
であって、その個人別管理資産が法第８０条から第８２条までの規定により移換されな
かったもの

死亡一時金の給付の額は、請求日以後の日であって、その支給に係る死亡した者の個人
別管理資産がすべて現金化された日（請求日から起算して３月を経過する日までの間に
限る。ただし、３月を経過する日までに現金化が完了しないときは、３月を経過した日とす
る。）の個人別管理資産額とする。

死亡一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。ただし、死亡した者
が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関
係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のう
ちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を裁定業務を行う運営管理機関に対して
表示したときは、その表示したところによるものとする。

指定された受取人が死亡した後に、再指定が行われなかった場合は、第１項及び第２項
の定めるところによる。

死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相
当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。

死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の
後５年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の
規定を適用する。

その他の者に係る死亡一時金の給付の請求の申請は、第１３０条に規定する遺族が、前
条第２項各号に掲げる事項を記載した死亡一時金裁定請求書を連合会に提出することに
より行うものとする。

前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維
持していた親族

前項本文の場合において、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の
順位により、同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母
の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

第１項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族が２人以上あるときは、死亡一時
金の請求は、死亡一時金の受領に関し一切の権限を有する代理人１人を定め、その者に
よりしなければならない。

前項の代理人は、その権限を証する書類を裁定業務を行う運営管理機関（その死亡した
者がその他の者である場合にあっては、連合会）に提出しなければならない。
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（欠格）
第１３１条

　第５節　脱退一時金
（脱退一時金の支給要件）
第１３２条

第１号 ６０歳未満であること。
第２号 企業型年金加入者でないこと。
第３号 第３０条第１項又第２項に掲げる者に該当しないこと。
第４号 企業型年金及び個人型年金の障害給付金の受給権者でないこと。
第５号

イ

（１）請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額

ロ

第６号

第７号 法附則第２条の２第１項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。

（脱退一時金の請求手続）
第１３３条

第１号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第２号 脱退一時金の払渡しを希望する支払機関に関する事項
イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号
ハ イ又ロに掲げる事項についての該当する機関の証明

第３号

第２項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第１号 戸籍の抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
第２号 請求者が第２号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 請求者が第２号被保険者であることについての書類
ロ

ハ

その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(法第５４条第２項及び法第５４条の２第
２項の規定により第１０８条第１項の通算加入者等期間に算入された期間がある者に
あっては、当該期間を含む。）及び加入者期間（加入者が納付した掛金に係る加入者期
間に限るものとし、法第７４条の２第２項の規定により通算加入者等期間に算入された期
間がある者にあっては、当該期間を含む。）を合算した期間をいう。）が１月以上３年以
下であること又は請求した日（以下この条において単に「請求日」という。）における個人
別管理資産の額として次に掲げるところにより計算した額が５０万円以下であること。

（３）法第５４条第１項又は法第５４条の２第１項の規定に基づき企業型年金の資産管理
機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日ま
での間に移換されたものの額

最後に企業型年金加入者又は加入者の資格を喪失した日から起算して２年を経過して
いないこと。

故意の犯罪行為により企業型年金加入者、加入者又はこれらの者であった者を死亡させ
た者は、前条の規定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない。企業型年金加入
者、加入者又はこれらの者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を
受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

企業型年金加入者等の資格を喪失した者（ロに掲げる者を除く。）又は個人型年金加入
者等の資格を喪失した者　（１）から（４）までに掲げる額を合算した額から（５）に掲げる
額を控除して得た額

（４）法第７４条の２第１項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であっ
て、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

（５）法第３条第３項第１０号に掲げる事項を企業型年金に係る規約で定めている場合に
あっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

（２）企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主が拠出することとなっていた
掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

前条の規定による脱退一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求
書を、運用指図者にあっては裁定業務を行う運営管理機関に、運用指図者以外の者に
あっては連合会に提出することによって行うものとする。

企業型年金加入者であった者（運用指図者を除く。）であるときは、当該企業型年金を
実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住
所及び登録番号

請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していないこと、
又は当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当該請求者が企業型年
金加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書

請求者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての請求者を使用す
る厚生年金適用事業所の事業主の証明書

法第８３条第１項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者　イ（１）に掲げ
る額

連合会は、次の各号のいずれにも該当するものについて、運用指図者にあっては裁定業
務を行う運営管理機関の、運用指図者以外の者にあっては特定運営管理機関の裁定に
基づいて、脱退一時金を支給する。
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(1) 厚生年金基金の加入員
(2) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(3) 確定給付企業年金の加入者
(4) 適格退職年金契約に係る受益者等
(5) 国家公務員共済組合の組合員
(6) 地方公務員等共済組合の組合員
(7) 私立学校教職員共済制度の加入者

第３号 請求者が国民年金の第３号被保険者である場合にあっては、それを証する書類

（脱退一時金の請求と同時に行う個人別管理資産の移換の申出）
第１３４条

（脱退一時金の額）
第１３５条

（脱退一時金の支給を受けたときの通算加入者等期間の計算）
第１３６条

（脱退一時金の請求に対する通知）
第１３７条

第1号 当該請求を行った者の氏名及び基礎年金番号
第2号 脱退一時金の額
第3号 脱退一時金の支給日
第4号 脱退一時金の払渡しをする支払機関に関する事項
イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名、預金種目及び口座番号
ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号

第２項

第８章　連合会の行為準則
（連合会の行為準則）
第１３８条

第２項

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

第６号

（加入者等に関する個人情報の取扱い）
第１３９条

企業型年金加入者であった者（個人型年金運用指図者を除く。）が脱退一時金の支給を
請求するときは、第３８条第２項の申出を同時に行わなければならない。

脱退一時金の額は、その支給を請求した者の個人別管理資産に係るすべての運用の方
法に係る資産が現金化された日（その請求をした日から起算して３月を経過するまでの日
に限る。ただし、３月を経過する日までに現金化が完了しないときは、３月を経過した日と
する。）における個人別管理資産額とする。

脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの
企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに加入者期間及び運用指
図者期間は、第１０８条第２項の規定にかかわらず、同条第１項の通算加入者等期間に算
入しない。

連合会又は個人型記録関連運営管理機関は、脱退一時金の裁定をしたときは、次の各
号に掲げる事項を記載した脱退一時金裁定通知書を当該請求を行った者に交付するも
のとする。

連合会は、裁定の結果脱退一時金を支給することができないときは、その理由を当該請
求を行った者に通知するものとする。

連合会は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及びこの規約を遵守し、加入
者等のため忠実にその業務を遂行するものとする。

連合会は、前項の規定に反するもの及び加入者等の保護に欠けるものとして次の各号に
掲げる行為をしてはならない。

自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、第１９条の規定による運
営管理業務の委託に係る契約又は第２６条第１項第３号、第４号及び第６号に掲げる事
務の委託に係る契約を締結すること。
運用関連業務を委託した運営管理機関に、特定の運用の方法を加入者等に対し提示
させること。
運用関連業務を委託した運営管理機関に、加入者等に対して、提示した運用の方法の
うち特定のものについて指図を行うこと、又は行わないことを勧めさせること。
加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと、又は行わないことを勧めるこ
と。
加入者等に、運用の指図を連合会又は加入者等以外の第三者に委託することを勧める
こと。
加入者等に、当該加入者等に係る運営管理業務を行う運営管理機関として特定のもの
を指定し、又はその指定を変更することを勧めること。

連合会は、個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の個人に関する情報を保管
し、又は使用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）
その他の関係法令に基づき、個人情報を適正に取り扱うための措置を講じるものとする。

-　34 -



個人型年金規約

第２項 この規約に定めるもののほか、連合会が保有する個人情報の保護に関して必要な事項
は、規約策定委員会の議決を経て別に定める。

第９章　費用の負担
（連合会が徴収する事務費）
第１４０条 連合会は、個人型年金の実施に必要な自らの事務に係る事務費を徴収する。

（連合会が徴収する手数料）
第１４１条

第1号 連合会が、個人の勘定を開設し、記録を管理するために徴収する手数料
第2号 その他特定の事務に要する経費として、連合会が徴収する手数料

第１４２条 連合会が徴収する手数料の額は次のとおりとする。
第１号 新たに加入者等の資格を取得したとき　　　２，０００円
第２号 掛金の収納及びこれに付随する事務に係る手数料　　　１月当たり１００円

（手数料の徴収の方法）
第１４３条

第１号 前条第１号に掲げる手数料については、次に掲げる方法
イ

ロ

第２号

（連合会以外の機関が徴収する手数料）
第１４４条

第２項

第３項

第１４５条

第２項

第１０章　財務及び会計
（事業年度）
第１４６条

（借入金）
第１４７条

（個人型年金に係る業務に関する財務及び会計規程）
第１４８条

第１１章　個人型年金の終了
第１４９条 個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了する。

加入者及び運用指図者は、前条の事務費に充てるため、次の各号に掲げる手数料を負
担するものとする。

連合会は、次の各号に掲げる方法により、加入者等の個人別管理資産から手数料を徴収
するものとする。

加入者の資格を取得した者　　　当該加入者の資格を取得した者が初めて納付する掛
金の内から控除することにより徴収する。

運用指図者の資格を取得した者　　　連合会に移換された、その者に係る個人別管理
資産の内から控除することにより徴収する。

前条第２号に掲げる手数料については、加入者が毎月拠出する掛金の内から控除する
ことにより徴収する。

運営管理機関は、運営管理機関の定めるところにより、その事務費に充てるため加入者
等の個人別管理資産から手数料を徴収することができる。

運営管理機関は、当該運営管理機関が加入者等から徴収する手数料の内容、徴収の時
期及び徴収の方法につき、加入者等に明示しなければならない。

特定運営管理機関は、第２５条に規定する業務を行うに当たりその事務費に充てるため、
特定運営管理機関の定めるところにより当該その他の者の個人別管理資産から手数料を
徴収することができる。

事務委託先金融機関は、当該金融機関の定めるところにより、その事務費に充てるため
加入者等の個人別管理資産から手数料を徴収することができる。

前項に定める場合にあっては、当該金融機関は、加入者等の個人別管理資産から徴収
する手数料の内容、徴収の時期及び徴収の方法について、前条第２項に定めるところに
準じて、加入者等に明示しなければならない。

個人型年金に係る事業年度は、毎年４月１日より開始し、翌年３月３１日をもって終了する
ものとする。

連合会は、この規約の定める目的を達成するため必要な場合であって、厚生労働大臣の
承認を受けたときは、借入金をすることができる。

個人型年金に係る業務に関する財務及び会計に関しては、この章に定めるもののほか、
策定委員会の議決を経て別に規程を設けるものとする。
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第１２章　個人別管理資産の移換
　第１節　通則
（通則）
第１５０条

第１５１条

（個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則）
第１５２条

（個人別管理資産がないときの記録の引継ぎ等）
第１５３条

第１号

第２号

第３号 その他の者が加入者等となったとき　　個人型記録関連運営管理機関

第２節　企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換

（企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換）
第１５４条

第１５５条

第1号

第2号

第3号

イ 個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所
ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨

（移換の通知等）
第１５６条

第１号 企業型年金加入者等の氏名、性別、住所及び生年月日
第２号

第３号

第４号 過去に拠出された各月ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名称

法第８０条から第８３条までの規定により個人別管理資産の移換が行われるときは、連合
会はこの章の第２節から第５節までに定めるところにより行うものとする。

連合会は、この規約に基づき個人別管理資産を移換する場合のほか、個人別管理資産
の全部または一部を企業型年金の資産管理機関に移換することはできない。

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人
型記録関連運営管理機関及び特定運営管理機関は、法第８０条から第８３条までの規定
による個人別管理資産の移換及びこの規約に定める通知を行うため必要な行為を行うと
きは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

個人型記録関連運営管理機関及び特定運営管理機関は、第２節から第５節までの規定
による個人別管理資産の移換を行うに当たり、移換されるべき資産がない場合にあって
は、運営管理機関の定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号
に定める相手方の記録関連運営管理機関等に対して通知を行い、当該企業型年金加入
者、加入者又はこれらの者であった者に関する記録を引き継ぐために必要な措置を行うも
のとする。
個人型年金加入者等が企業型年金加入者となったとき　　　当該企業型年金の企業型
記録関連運営管理機関

その他の者が企業型年金加入者となったとき　　当該企業型年金の企業型記録関連運
営管理機関

連合会は、加入者等（個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。）又はその他の者
が、企業型年金加入者の資格を取得したときは、個人型記録関連運営管理機関（特定運
営管理機関を含む。以下同じ。)の指示に基づいて、速やかに、その者の個人別管理資
産を企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。

加入者等又はその他の者は、企業型年金加入者の資格を取得したときは、５日以内（当
該加入者等（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。）が当該の資格を取
得した場合において、当該者の個人別管理資産の移換を速やかに行うことが困難である
ことについて正当な理由があるときは、個人型記録関連運営管理機関の定める日まで）
に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を企
業型年金の企業型記録関連運営管理機関に提出しなければならない。

加入者等（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及びその他の者を除く。）が
当該資格を取得した場合　　　個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所（当該個
人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨）

その他の者が当該資格を取得した場合　　法第８３条第１項の規定により個人別管理資
産が移換された者である旨

加入者等（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。）が当該資格を取得
した場合　　　次に掲げる事項

個人型記録関連運営管理機関（第２５条に規定する特定運営管理機関を含む。）は、企
業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資
格を取得した者の次の各号又は第６３条第１項各号に掲げる事項を当該企業型年金の企
業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金の企業型年金運
用指図者の資格の取得及び喪失の年月日

企業型年金加入者等が、他の企業型年金の企業型年金加入者等又は加入者等であっ
たことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並び
にその資格の取得及び喪失の年月日
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第５号

第６号

第７号 次に掲げる期間の月数
イ 企業型年金加入者期間
ロ 企業型年金運用指図者期間
ハ 加入者期間
ニ 運用指図者期間
ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間

第８号

第９号

第１０号

第１１号

第１２号

第１３号

イ 厚生年金基金の加入員
ロ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員等
ハ 確定給付企業年金の加入者
ニ 適格退職年金契約に係る受益者等
ホ 私立学校教職員共済制度の加入者
へ 中小企業退職金共済契約等の被共済者
ト 特定退職金共済契約の被共済者
チ 退職手当共済契約の被共済職員
リ 外国保険被保険者等
ヌ 実施事業所において実施する退職手当制度が適用される者

第１４号

イ 退職手当等の種類
ロ 退職手当等の支払いを受けた年月日
ハ 退職所得控除額
ニ 勤続期間

　第３節　加入者となった者の個人別管理資産の移換

（加入者となった者の個人別管理資産の移換）
第１５７条

第１５８条

第1号

第2号

イ

ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨

企業型年金加入者等が行ったこれまでの運用の指図の内容（運用の指図の変更の内
容を含む。）及び当該運用の指図を行った年月日（運用の指図の変更を行ったときは、
その変更を行った年月日）

法第２７条の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通
知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額

企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡
一時金が支給されたときは、給付（脱退一時金を含む。）の内容、支給の方法及び支給
の実績（支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。）

当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理
機関等の名称及び登録番号

法第４１条第１項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者
を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入
者等との関係

企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及び
それを負担した年月日

法第４章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の
移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

法第５４条の規定により企業年金制度又は退職手当制度からその資産の全部又は一部
の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産の移換が行われた年月
日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項

企業型年金加入者等が、４６歳以後に次に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資
格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日

企業型年金加入者等が４６歳以後に退職手当等の支払いを受けたことがあるとき（当該
企業型年金加入者等に係る第７号に係る期間に限る。）は、次に掲げる事項

連合会は、企業型年金加入者であった者（当該企業型年金に個人別管理資産がある者
に限る。）が第３０条の規定により個人型年金への加入の申出をしたときは、当該企業型年
金の資産管理機関から当該申出をした者の個人別管理資産の移換を受け入れるものと
する。

企業型年金加入者であった者（運用指図者を除く。）が、個人型年金の加入の申出をした
ときは、５日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載
した届出書を連合会に提出するものとする。

当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者以外の者が、当該申出をした場合
当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理
機関等の名称及び登録番号並びに法第８３条第１項の規定により個人別管理資産が移
換された者であるときはその旨
当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者が、当該申出をした場合　　　次に
掲げる事項
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（移換の通知等）
第１５９条

第１６０条

　第４節　運用指図者となった者の個人別管理資産の移換
（運用指図者となった者の個人別管理資産の移換）
第１６１条

（移換の通知等）
第１６２条

第１６３条

第２項

　第５節　その他の者の個人別管理資産の移換
（その他の者の個人別管理資産の移換）
第１６４条

（移換の通知等）
第１６５条

第1号 氏名、住所及び基礎年金番号
第2号 前条の規定により受け入れた個人別管理資産額
第3号 連合会が当該資産の移換を受け入れた年月日

第１６６条

第１２章の２　加入者となった者の企業年金制度からの脱退一時金相当額等の移換
第１６６条の２

第1号

第2号

第3号

第４号 確定給付企業年金法第１１７条の３第１項の企業年金連合会の規約で定める積立金　企
業年金連合会

第３０条の規定により加入の申出をした者は、その者に係る次の各号に掲げる額等を個人
型年金に移換することを、当該各号に掲げる者に対して申し出ることができる。

確定給付企業年金法第１１７条の２第１項の確定給付企業年金の脱退一時金相当額　確
定給付企業年金

厚生年金保険法第１６５条の３第１項の企業年金連合会の規約で定める年金給付等積立
金　企業年金連合会

特定運営管理機関は、その他の者に係る個人別管理資産が移換されたときは、当該者が
加入していた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等からその他の者の第１５６条
第１項各号に掲げる事項の通知を受け、その記録を引き継ぐものとする。

個人型記録関連運営管理機関は、企業型年金加入者であった者（加入者を除く。以下こ
の条において同じ。）が、運用指図者となることを連合会に申し出て、その個人別管理資
産が連合会に移換されたとき（当該申出を行った者が、脱退一時金の請求を行った場合
を除く。）においては、企業型記録関連運営管理機関又は特定運営管理機関から、速や
かに、当該申出を行った者について、第１５６条第１項各号に掲げる事項の通知を受け、
その記録を引き継ぐものとする。

企業型年金加入者であった者が、運用指図者となることを連合会に申し出たとき（当該申
出を行った者が、脱退一時金の請求を行った場合に限る。）においては、当該企業型年
金の企業型記録関連運営管理機関は、速やかに、当該申出を行った者の第１５６条第１
項各号に掲げる事項を、特定運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該企
業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第１６６条の定めるところにより当該申出を
した者の第１５６条第１項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。

連合会は、前条の規定によりその他の者に係る個人別管理資産の移換を受け入れたとき
は、速やかに、当該資産を移換された者に対してその旨及び次の各号に掲げる事項を通
知するものとする。

連合会は、第１５７条の規定により個人型年金への加入を申し出た者の個人別管理資産
の移換を受け入れたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知するも
のとする。

個人型記録関連運営管理機関は、企業型年金の企業型年金加入者であった者が、個人
型年金への加入の申出をし、その個人別管理資産が連合会に移換されたときは、企業型
記録関連運営管理機関（特定運営管理機関を含む。）から、速やかに、当該個人別管理
資産が移換された者について、第１５６条第１項各号に掲げる事項の通知を受け、その記
録を引き継ぐものとする。

連合会は、企業型年金加入者であった者（加入者を除く。）が、第３８条第３項の規定によ
り運用指図者となることを連合会に申し出たときは、当該企業型年金の資産管理機関か
ら、その者の個人別管理資産の移換を受け入れるものとする。

連合会は、前条の規定により運用指図者となることを申し出た者の個人別管理資産の移
換を受け入れたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換され、運用指図者となった
者に通知するものとする。

連合会は、企業型年金の資産管理機関がその他の者に係る個人別管理資産を移換した
ときは、これを受け入れるものとする。

厚生年金保険法第１４４条の６第１項の厚生年金基金の脱退一時金相当額　厚生年金基
金
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第２項

第３項

第1号 第１項第１号及び第２号に規定する脱退一時金相当額の移換　次のいずれか早い日

ロ　加入者の資格を取得した日から起算して３月を経過する日
第2号

第４項

第１６６条の３

第１６６条の４

第1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
第2号 脱退一時金相当額等の額並びにその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日

第１６６条の５

第１３章　雑則
（期間の計算）
第１６７条

（書類等の提出）
第１６８条

附　則
（施行期日）
第１条

第２項 第３０条の加入の申出は、平成１４年１月４日から受理するものとする。

（経過措置）
第２条

第３条

（検討事項）
第４条

附　則

前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日まで
に限って行うことができる。

連合会は、前条第１項の申出があった場合において、当該申出を行った者に係る第３２条
に規定する照合の結果、加入者資格を有する者であることを確認したときは、当該移換を
受け入れるものとする。

連合会は、第１６６条の２第１項の規定により脱退一時金相当額等の移換を受け入れること
とした場合には、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する者から、
次の各号に掲げる事項を記載した書類又は磁気ディスクの提出を受けるものとする。

連合会は、第１６６条の２第１項の規定により脱退一時金相当額等の移換を受け入れたと
きは、その旨を当該脱退一時金相当額等が移換された者に通知するものとする。

前項の移換の申出は、氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号を記載した申出
書を提出することによって行うものとする。

イ　申出を行った者が加入していた厚生年金基金の加入員又は確定給付企業年金の加
入者の資格を喪失した日から起算して１年を経過する日

第１項の移換の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間に
限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理
由があるときは、この限りではない。

法が施行された当初の事業年度は、第１４６条の規定にかかわらず、この規約の施行の日
に始まり、平成１４年３月３１日に終わるものとする。

連合会が徴収する手数料については、当分の間、第１４１条から第１４３条までに規定する
ところによるものとし、制度実施後の加入者等の状況等を総合的に勘案しつつ、加入者等
の個人別管理資産から定率で徴収することを含め、必要な見直しの検討を行うものとす
る。

この規約に基づく期間の計算については、法に別段の規定がある場合を除くほか、民法
（明治２２年法律第８９号）の期間に関する規定を準用する。

運営管理機関は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書
類その他の物件の提出を求めることができる。

この規約は、平成１４年１月１日から施行する。ただし、第１章から第３章まで及び第１０章
の規定は、厚生労働大臣の承認のあった日から施行する。

平成１４年１月１日から平成１４年３月３１日までにおける第３０条第１項及び第３６条第１項
の規定の適用については、第３０条第１項中「第９０条の３第１項」とあるのは「第９０条の２
第１項」と、「されている者及び第９０条の２第１項の規定によりその半額につき同法の保険
料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、第３６条第１
項中「若しくは第９０条の３第１項」とあるのは「又は第９０条の２第１項」と、「されたとき、又
は第９０条の２第１項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しない
ものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。

第１項第３号及び第４号に規定する年金給付等積立金又は積立金の移換　加入者の資
格を取得した日から起算して３月を経過する日
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附　則
この規約は、平成１４年７月１日から施行する。

附　則
この規約は、平成１４年１０月１日から施行する。

附　則

１．この規約は、平成１５年１月６日から施行する。

附　則

附　則
この規約は、平成１５年５月１日から施行する。

附　則

この規約の施行日は次の通りとする。
１．個人型年金規約の本文に係る変更については、厚生労働大臣の承認があった日。
２．個人型年金規約の別表に係る変更については、平成１５年９月１日。

附　則
この規約は、平成１５年１０月１日から施行する。

附　則
この規約は、平成１６年４月１日から施行する。

附　則

この規約の施行日は次の通りとする。
１．個人型年金規約の本文に係る変更（第３０条第１項、同条第４項第２号ホ、第３６条
　　第１項第７号）については、厚生労働大臣の承認があった日。
２．個人型年金規約の本文に係る変更（第６３条第２項～第５項、第７５条第２号、第９８条）
　　及び個人型年金規約の別表に係る変更については、平成１６年１０月１日。

附　則

（施行期日）
第１条 この規約は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、個人型年金規約の別表に係る

変更のうち、あいおい損害保険（株）及び野村信託銀行（株）に係るものについては、
平成１７年７月１日から施行する。
（第１号加入者の加入資格に関する特例）

第２条 平成１７年４月から平成２７年６月までの間、第３０条第１項中「又は第９０条の３第１項の
規定により同法」とあり、及び第３６条第１項中「若しくは第９０条の３第１項の規定により
同法」とあるのは、「、第９０条の３第１項又は国民年金法等の一部を改正する法律（平成
１６年法律第１０４号）附則第１９条第１項若しくは第２項の規定により国民年金法」と読み
替えるものとする。

附　則
この規約は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、個人型年金規約の別表第１号２２
３の項の改正（イー・トレード証券（株）に係るもの）については平成１７年７月１日、同表第１
号の２の変更に係るものについては、平成１７年８月１日から施行する。

２．施行日の前日において、（株）みずほコーポレート銀行を指定運営管理機関に
　　指定している加入者等に係る運営管理業務（その手続が完了していないもの
　　に限る。）は、これを承継する運営管理機関に引き継がれるまでの間、
　　（株）みずほコーポレート銀行が行うものとする。

この規約は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、第１３２条第７号を削る規定につい
ては、厚生労働大臣の承認があった日から施行する。

この規約は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、別表第１号及び第２号の変更規定
は、厚生労働大臣の承認があった日から施行する。
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附　則

附　則
この規約は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、第９８条については厚生労働大臣
の承認があった日から施行する。
また、別表第１号３０の項に係る変更のうち、八千代銀行に係るものについては平成１８年
８月１日、香川銀行に係るものについては平成１８年８月２５日から施行し、別表第１号の２
のいわき市農業協同組合と岩瀬町農業共同組合に係るものについては８月１日、宮城農
業協同組合、あしがら農業協同組合及びあぶらんど萩農業協同組合に係るものについて
は、平成１８年９月１日から施行する。

この規約は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第３０条及び第３６条の改正規定に
ついては平成１８年７月１日、個人型年金規約の別表第１号３０の項に係る変更のうち、青
梅信用金庫及び香川県信用組合に係るものについては平成１８年３月１日、同表５０の項
及び１６２の項に係るものについては平成１８年１月１０日、同表９１の項及び９９の項に係る
ものについては平成１８年１月１日、同表１３９の項に係るものについては平成１７年１２月３
０日から施行する。
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